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日 時：平成２４年１２月１９日（水）午前９時３０分開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 １６階 議会事務局会議室 
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  １．開  会 

○吉見委員長 それでは、時間になりましたので、始めたいと思います。 

 

  ２．議  事 

○吉見委員長 それでは、次第に従いまして議事に入ってまいりますけれども、議事は、

ごらんのように、三つございまして、このうち、３番目の最終指摘（案）についてという

のが一番時間がかかるだろうと思われているところです。１番目、２番目については短く

やっていければというふうに思っています。 

 それではまず、議事の一つ目の外部報告書の構成（案）についてです。 

 これは、構成（案）ですけれども、参考資料、資料等がございますので、事務局から説

明をお願いいたします。 

○推進担当係長 改革推進部の細川でございます。 

 本日は、朝早くから、どうもありがとうございます。 

 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

 資料１、２、３、４と、参考資料として昨年度の外部評価報告書の抜粋をお手元に配付

してございます。資料の３、４につきましては、各施策ごとの資料になってございますの

で、それぞれ３種類に分かれてございます。 

 それではまず、今、委員長からお話がございましたが、外部評価報告書の構成（案）と

いうことでご説明させていただきます。 

 お手元の資料１をごらんいただければと思います。 

 今年度の評価委員会の評価結果をまとめる報告書の構成の案でございます。全体として

は六つの章立てを考えてございまして、まず初めに、報告に当たってということで、冒頭

に委員長からの所感、ごあいさつ、それから、第１章から第６章までということでござい

ます。 

 まず、今年度の評価委員会の特徴の一つといたしまして、評価委員会の取り組みと市民

参加の取り組み、ワークショップを連携して一体的に実施したという点がございましたの

で、報告書にも、第２章というところで１章を設けてございます。 

 内容といたしましては、第１章では、外部評価の概要といたしまして、その中では、ま

ず、評価の目的と対象、評価の対象事項としての評価の観点、それから、今申し上げまし

た市民参加の取り組みに関して、そして、評価対象事項の選定の理由、評価委員会の活動

実績の経過という五つに分けて記載を考えてございます。 

 そして、第２章でございますが、市民参加の取り組みといたしまして、まず一つ目が取

り組みの概要、二つ目が、対象テーマの設定といたしまして、市民参加ワークショップの

テーマ設定に関してということでございます。そして、３番目、４番目、５番目といたし

まして、市民参加の取り組みの開催日程や参加者募集の公募について、それから、具体的

な実施の方法を記載する予定でございます。その次に、６番目といたしまして、実施結果
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とその活用としまして、ワークショップで出された各グループからの市民からのご提案の

内容とその傾向を分析し、その結果をどのように委員会の審議、評価に活用したのかとい

うところを記載させていただいて、７番目でございますが、今回のワークショップは委員

の皆様にもごらんいただきましたので、その取り組みを実施したことについての評価委員

会としての所感、感想を一つ考えてございます。 

 そして、続く第３章でございますが、こちらは、本日の委員会でこの後にご議論いただ

きます評価全体を通しての委員会としての総括的なコメントというふうに考えてございま

す。 

 そして、第４章でございますが、今年度の委員会による評価でございます。こちらは、

各施策ごとに分けて掲載する予定でございます。その構成でございますが、まず、評価の

対象となった施策の概要について、続きまして、ヒアリングの論点及び視点につきまして、

ヒアリングを実施した所感、印象について、そして、ワークショップを実施した施策につ

きましては、その実施についての感想です。そして、最終的に、具体的な各指摘事項とい

う構成で考えてございます。 

 報告書の記載形式としましては、資料１をもう一枚おめくりいただきますと、こちらが

第４章の申し上げた書きぶりがどのようなイメージかというものでございます。 

 まず、左側が施策の概要、その中には、どういう施策なのかというところと、その目標

値はどうなのか、そして、その施策に関して各事業がぶら下がっているわけですが、その

事業の概要、予算・決算額、左側の方に、今申し上げたヒアリングに関しての論点、視点、

そしてヒアリングでの印象です。ワークショップに関するものは、ワークショップを通じ

ての所感、感想、ご意見を載せるという構成で考えてございます。 

 具体的な記載内容のイメージが、この資料の一番最後につけました参考資料１というＡ

３判の折り込みで入れてございますが、この後に、どれぐらいのレベルの内容を書くのか

ということを、昨年度の評価委員会の報告書の抜粋を参考につけてございます。昨年度は、

出資団体を対象に評価していただいたのですが、今年度も、報告書の書き方としては、こ

ういった体裁で、書く内容もこれぐらいのレベルの内容を考えております。これは、ご参

考に見ていただければと思います。 

 そして、先ほどの資料１に戻らせていただきまして、続く、第５章、第６章でございま

すが、第５章につきましては、構成メンバーとして評価委員会委員の皆様方の名簿を掲載

する予定でございます。第６章は、参考資料と位置づけておりまして、まず一つ目が、委

員会からいただいた評価結果につきまして、事業を所管する部局ごとに整理した一覧表と

指摘内容という整理の一覧表です。それから、市民参加の取り組みや経過報告書というと

ころで、皆様方のお手元で、机上の右上の方に載せてございますが、ワークショップ自体

の評価結果報告書ということで、市民の皆様方の議論の経過や、どういう意見が出たのか

ということを、逐次、追ったような報告書を、外部評価報告書の参考の第６章に掲載する

という形を考えてございます。 
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 報告書の構成（案）としては、以上でございます。 

○吉見委員長 以上でございますが、こちらの構成（案）はこのような形でということで

すけども、いかがでございましょう。イメージとしては、先ほど参考資料にありましたよ

うに、去年のものがあります。昨年参加いただいている委員はご覧になったことがあると

思いますが、イメージとしてはこういうものです。ただし、幾つか変更があると言います

か、参考資料１では、ヒアリングの印象というところまでが書いてあるわけですけれども、

今の資料１を見ていただきますと、ワークショップを通じてというものがあって、その後

に指摘事項ですね。ワークショップを通じてというのは、去年、ワークショップはありま

せんから、当然、これは新しく入ってきます。ですから、参考資料１のここに同じ白抜き

の数字１、２、３と入っていますが、その後に今度は４が来て、そして、５のところが一

番大事な指摘事項ですが、これをどうするかということが今日の一番のポイントになるわ

けですけれども、資料４のようなイメージで指摘事項が次に入ってきます。第４章につい

ては、大体こんな感じですね。ですから、我々の評価報告書の一番中心になるのが、第４

章の部分になるだろうと思います。 

 そのほか、１章、２章で、２章には市民参加についてが入ってきます。どちらかという

と、１章、２章がデータ編というか、こんなふうになりましたということを書いていく部

分です。３章は総括コメントで、これは次の議事で検討いただきます。それから、５章は

名簿ですからよろしいと思いますが、６章には参考資料がつきます。参考資料は、今回は

まだありません。参考資料なので、本体ではないという位置づけになると思うのですけれ

ども、この中でも、２番目の市民参加の取り組みの結果報告書というのは、右にあります

ように、ワークショップの運営受託業者が作成ということで、ワークショップの報告書が

そのままくっついてくるというイメージですね。 

○推進担当係長 はい。 

○吉見委員長 これは、あくまでも参考資料ということで、そのままつけるということで

す。これ自体は、結構な分量になりますね。 

 今のイメージだと、５章までの本体でどのぐらいになりますか。去年と同じぐらいです

か。 

○行政改革担当課長 去年で言えば３０ページぐらいですが、今回は、３５ページちょっ

とは行くと思います。 

○吉見委員長 そうすると、こちらにありますように、参考資料についている取り組み報

告書と同じぐらいか、ちょっと薄いかぐらいのイメージでしょうか。全体の構成としては、

そういうイメージになるかと思っています。 

 さて、議事（１）は、こういう構成でいいかということですが、何かご意見はございま

すでしょうか。こうした方がいいとか、加えた方がいいというものがありますか。よろし

いでしょうか。特にご意見はございませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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○吉見委員長 それでは、よろしいようですので、この案の構成で今後進めたいと思いま

す。事務局の方には、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事（２）に移ります。 

 外部報告書の総括コメント（案）についてです。 

 こちらは、今申しましたように、報告書の第３章に相当する部分になろうかと思います。

こちらも、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○推進担当係長 それでは、お手元の資料２をごらんいただければと思います。 

 こちらが、外部報告書の総括コメント（案）でございます。 

 これは、今年度の委員会の評価に当たりまして、個々の指摘に共通して見えてきた課題

や、所管局へのヒアリングを含めた委員会の活動全体を通しての印象などについて、委員

会としての総括的なコメントをまとめたものでございます。 

 一つ目が、事業の効果を客観的に評価することについてでございます。 

 こちらは、より効果的な評価を行って改善につなげていくためには、例えば、他都市の

類似事業との比較を用いるなど、より客観的に評価するように一層努めて、その結果を市

民にわかりやすく伝えるための検討を求めるものでございます。 

 二つ目が、事業の市民へのＰＲの必要性についてでございます。 

 こちらは、特に、市民参加のワークショップにおきまして感じられたことでございます

が、札幌市のさまざまな事業や取り組み自体が余り市民には知られてはいない、十分には

浸透していないということがわかってきたということがございますから、これらの事業の

市民へのＰＲについての検討を促すものでございます。 

 そして、３点目でございますが、市民参加の取り組みに関してでございます。 

 こちらは、今年度の評価委員会と連携しました市民参加の取り組みについて、市民の皆

様がワークショップ形式により市政について前向きに熱心に議論していただいたことは、

市政への理解を深めていただく貴重な機会となったことから、有意義だというふうに認識

しているところです。そして、市民意見や提案の委員会審議へのフィードバックといたし

ましては、市民意見が委員会の視点や論点と重なるものもありました。そこの中から市民

ニーズの傾向や方向性を把握し、それを勘案した上で、委員会として判断して最終的な評

価を行うものとしたところでございます。 

 ただし、必ずしも市民意見のすべてを評価に取り入れることはできないところもありま

して、そこに、市民参加の取り組みとの連携の難しさがあったということで、評価委員会

と市民参加の取り組みのあり方については、今後も検討が必要というふうにしております。 

 総括コメント（案）の内容といたしましては、以上でございます。 

○吉見委員長 これは、三つを総括コメントとして出そうということになっております。 

 １番目と２番目は、語尾を見ていただくと、「検討されたい」となっていますから、全

体としてこういうふうにしてくださいよという共通した部分でがあるのですが、三つ目は

性格が違うのかなと思っていまして、これも、最後を見ますと、「検討していく必要があ
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ると思われる」ですから、我々なのです。つまり、我々自身の感想といいますか、行政評

価委員会として、市民参加の取り組みやあり方が、今年はこういう形でワークショップ形

式を行政評価の中に組み入れた形でやりましたが、これについては、どういう市民参加の

あり方でやっていいかどうかを我々が検討していく必要があるねということを書いている

ことになります。そういう意味で、１番目、２番目と３番目は性格が少し違うのです。し

かしどちらも、全体を通じたということでのコメントです。 

 何かございますでしょうか。大枠でも細かい点でも結構です。すなわち、ほかにこうい

うものも総括として加えるべきでないかというご意見でも結構ですし、この表現をどうし

たらいいかということでも結構です。もしございましたら、いただきたいと思います。 

○石川委員 細かい話ですけれども、今の（３）のお話の部分ですが、下から３行目で、

この取り組みの難しさが感じられたということがあって、今の説明では、取り組みの連携

の難しさという説明があって、市民参加の取り組み自体が難しい話で、ワークショップと

いうもの自体のあり方なのか、連携するところの難しさなのか、そもそもワークショップ

の考え方を私どもがある程度ハンドリングできるのか、そこの概念がちょっと読めないの

で、私も余り理解しておりません。 

○吉見委員長 ここは、連携だと思います。すなわち、ここに書いてあるとおり、ワーク

ショップでさまざまな意見が出るわけですが、多分、行政評価委員会として見れば、その

意見をそのまま、全部そうだねということで受け入れるわけにはいかないものがいっぱい

あるわけです。そうかといって、それを我々が否定するのも変な話ですから、市民ワーク

ショップの中で出た意見で、我々が取り入れられるものを取り入れたという形にならざる

を得なかったと思います。 

 ただ、それが、市民ワークショップに参加された市民の立場からしたときに、いいかど

うかということは、また別なわけです。別の形態をとって市民に参加していただければ、

もっと取り入れられた意見もあるかもしれません。 

 ですから、もしかすると、別の形態の市民の参加の仕方の方がよかったかもしれません。

これはわからないわけですね。さしずめ、我々は、連携という観点からすると、すべての

出てきたご意見を全部我々が吸収して報告書に盛り込むことはもちろんできませんし、こ

れは杞憂かもしれませんけれども、市民が真剣に参加されたのに、自分の意見が行政評価

委員会に吸い上げられていないということをお感じになるようであると、それは大変残念

だなと思います。そういうことがなければいいなと思うわけです。 

 そう言いながら、すべてを取り入れるというのは、行政評価委員会の趣旨には合わない

だろうと思うものですから、どういう形で市民ワークショップの経過を生かせばいいかと

いうことについては、課題があるだろうという趣旨だと思います。 

 表現としては、ちょっとわかりにくいですか。 

○石川委員 ここの表現は、「連携」という言葉を入れた方がいいと思うのです。これだ

と、市民参加自体が難しいというふうに読めます。 
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○吉見委員長 そういうことではないと思います。 

○石川委員 ですから、「連携」は入れると。あとは、どういう位置づけなのかというこ

とですね。併存なのか、それは今後も議論か必要かと思います。ここに関しては、とりあ

えず、「連携」ということを明示した方がいいと思います。 

○吉見委員長 これは、今、表現を細かく決めなくてもいいですか。 

○行政改革担当課長 大丈夫です。 

○吉見委員長 今の趣旨だけで大丈夫ですね。 

 市民参加で、市の行政をチェックするというのは、今までいろいろな形でやってきてい

るわけですね。仕分けもそうでしたしね。ただ、毎年やっているのですが、それがどうい

う様態で行われるかというのは、毎年変わっているのです。それこそ、今言いましたよう

に、仕分けでやったこともありましたし、あれは１年で終わってしまいましたね。今年度

については、行政評価委員会の評価プロセスの一環と言っていいのでしょうか、一応、そ

ういう形で入れてみました。ですから、来年も同じようにやるかどうかはわからないわけ

です。また変わるかもしれません。来年はまた仕分けをやるかもしれないし、同じように

やるかもしれないということですね。 

 でも、市民参加で何かをやるということ自体は続けられるのでしょう。 

○推進担当係長 そうですね。市政の基本方針として、市民参加というのは大きな原則で

す。 

○吉見委員長 それは、多分、やるだろうと思うのです。行政評価も続いていきますし、

そのほか、評価ではないですが、監査委員の監査もありますし、そういうさまざまなチェ

ックの仕組みがある中で、それぞれをどう位置づけるかということだと思います。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

○山崎副委員長 受けとめ方がすごく難しいということであったわけですが、前回、前々

回もそういう話がございましたけれども、ワークショップで出てきたさまざまな意見、質

問というのは、すべて、我々評価委員会の総括コメントや結論に反映できなかったものは、

そのまま言いっ放し、聞きっ放しで終わるのではなくて、やはり、何らかの形で、担当部

局から、こういうふうにしたいというフィードバックはおやりになるというか、きちんと

位置づけているかどうかということについての確認をさせていただきたいのです。今回の

外部評価の報告書に載り切れなかったものとか、受けとめ切れなかったものでも、いろい

ろな質問や意見があって、できれば、事業担当部局の方から、何らかの形で、ワークショ

ップに参加した方々にお示しするというか、お返しするということが望ましいと思うので

すけれども、そこの扱い方はいかがでございましょうか。 

○推進担当係長 そうですね。市民からのワークショップでいただいたご意見の中にも、

いろいろ個別具体的な要望的なものもございますし、提案の中身の熟度も含めていろいろ

レベル差はございます。 

 まず、事務局としては、ワークショップのご意見なので、報告書を含めて、担当部局へ
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こういうご意見はありましたよというお伝えはさせていただこうかと思うのです。 

 あとは、要望的なものを具体的にお答えするのはなかなか難しい部分もあるので、いた

だいたご意見に対して、今後、事業を行っていく中で、当然、それを考えながらというこ

ともありますし、質問とかご意見の内容もあるので、一個一個、これがどうですというの

は難しいのですが、いただいたご意見を所管にきちんとフィードバックさせて、それを踏

まえて、今後の事業展開とか、事業の改善の見直しをしなさいというところはできると思

うのです。 

○山崎副委員長 そこでもう一歩、事業担当部局の方から、一個一個お答えできなかった

ら、いわゆるパブリックコメントみたいな形で、幾つかの主要な意見に関して一言でも二

言でもホームページ上でお返しするような形できちんと受けとめて、ありがとうございま

したと、何らかの形ですぐにできるものではないものも結構あるので、参考にしていただ

きたいですというお答えというか、そういうものはあった方がいいと思います。 

 繰り返しなりますけれども、一個一個の提案について、これはなぜできるのか、できな

いのかということを事細かくお答えすることはできないかもしれないけれども、せっかく

日曜日の半日わざわざ来てくださって、事前の説明会を含めると２回以上になるわけです。

そういうところで、言い放しではないのですよということを示すことが、札幌市政におい

て市民参加をこれから位置づけていくことだと思いますので、何だ、結局、言いっ放しじ

ゃないかというふうに参加者の方々に失望されないように、今回の外部評価報告書の外の

話かもしれませんが、ぜひ、そこら辺は、行政改革の担当からも強力に進めていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

○吉見委員長 ありがとうございました。 

 副委員長がおっしゃるとおりだと思います。これは、我々の行政評価委員会としてどう

こう言うのは難しい面もあります。行政評価委員会からというよりも、今回、参考資料と

して大部がつきますから、別途、担当部局の方から、参考資料もきちんと見て、それに対

する対応というか、お返事というか、そういうことがきちんとなされるべきですよ、して

くださいねということは、担当部局から各対象部局に対してお話しいただいた方がいいと

思います。行政評価委員会から、これに対応してくださいとは言いにくいところがありま

すね。仕組みの上からいきますとね。それは、我々委員会としては、あくまでも行政評価

の最終的な報告書を我々が出すときのステップとして、手順として、市民ヒアリングをや

ったということも、ワークショップをやったというのはもちろんあるわけですが、そこか

らなかなか出られないところがあると思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 石川委員、お願いします。 

○石川委員 私の頭の整理の意味で確認させていただきますが、今の議論で、ワークショ

ップというのは、今回に関しては、行政評価委員会に組み込まれたものという理解でしょ

うか。それとも、併存するということでしょうか。 
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○吉見委員長 組み込まれたという理解でよろしいかと思います。その手順の一つとして

やったということです。 

○石川委員 要は、参加された方はだれに向かって物を言っているかというと、ワークシ

ョップだから市長に向けて発言していると思うけれども、実際は、行政評価委員会に向け

ての発信の場という位置づけになるのかなとすれば、参加した方にはギャップがあったの

かなというところもあるかもしれませんね。 

○吉見委員長 そうかもしれませんね。恐らく、参加された方には全員に説明しておりま

すし、現に、我々もその場に参加していますから、その趣旨をよくご理解いただいていた

方もいらっしゃると思います。一方で、今、石川委員が言われたように、一言、市長に物

を申そうというスタンスでいらっしゃった方もいたと思いますので、その意味では、直接

に自分の意見をここで言えば市長が聞いてくれるというふうに理解された方もいたかもし

れません。それはわかりません。ですので、今回の我々の趣旨からして盛り込めなかった

ご意見ですね。例えば、大変細かい、ピンポイントのご意見などについては、それが有意

義であっても、報告書の中にそこまで書き込むのはどうかというのがありますね。具体的

には、これこれこれの業者を使ったらどうかという話も実際には出てくるわけです。しか

し、そういうのは盛り込みにくいわけです。とはいえもし、それが担当部局に参考になる

意見であれば、ぜひ、今後のために参考にしていただきたいと思います。それは、副委員

長が言われたように、それを生かすことになっていくと思います。 

 我々として、ここに書いてあることすべてを我々がそのとおりというわけにはいかない

面はあるのですけれども、部局から見て参考になるものはあるでしょうから、別途、そう

いう形でご利用いただければということですね。 

○太田委員 そもそもの話になるのですが、行政用語が盛りだくさんで、よくわからない

というのが正直なところです。一般の市民が読まれて、委員会の出すものが、このわかり

にくさでよいのかということをそもそも感じていました。 

 その感じにくさが反映されているのが特に３番で、市民参加していただいてよかったの

か、悪かったのかというのが見えてこないのです。最後に、今後、さらに検討していく必

要があるということは、よくなかったというふうにも読み取れるような気がしています。 

 もう少し平易な言葉を使えないのかということと、３番に関しては、私は、参加をいた

だいて、いろいろな意見を熱心に出していただいたのはよかったことだと思うので、それ

はよかったことだということがわかる文面にしていただいた方がいいかなと感じました。 

○吉見委員長 ありがとうございました。 

 言葉の一つは、用語とか言葉の使い方なのですかね。表現なのですかね。 

○太田委員 例えば総括コメント（１）の２行目ですが、「そのためには、多様な指標を

用いて、その成果を多角的に評価し」というのは、報告書としてはいいのでしょうけれど

も、日本語としていかがなものかと思いましたし、市民としては理解しにくいと思いまし

た。 
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○吉見委員長 もっとストレートに、例えば、数値を出せとか、そういう書き方の方がい

いということでしょうか。 

○太田委員 そのためには、多様なとか、その成果をとか、そういう報告書的な書き方と

いうのが、かたくてよくわからないと思うので、もう少し平易な表現をこの評価委員会か

ら出すということは、かなりの作業がありますので、今からやってくださいというのは大

変難しいことだと思うのですが、そこが無理だとしても、市民参加をいただいたところの

３番は、いいのか悪いのかというのが見えてこないので……。 

○吉見委員長 まず、２枚目の（１）番目の表現は、多少は変えられると思うのです。私

が変えてもいいですけれども、それでうまくいくのかどうかわかりません。 

 今の（１）番目の最初のところは、一つは、どうしても文言で書いてしまうわけです。

それをできるだけ数値化する努力は必要でしょうということと、数値だけでは全部できな

いのです。数値も、金額だけではなくて、いろいろな数値が出ますし、そういうものを組

み合わせていかないと、なかなか見えてこないですね。ただ言葉だけで説明されていても、

我々としてもなかなか評価しにくいものがあるから、そこのところは、言葉から、ある種

の数値や指標に置きかえるような努力は常にしてくださいねということですね。それを探

してくださいねということを言おうとしている部分があるわけです。そう書くと、ちょっ

と長くなりますね。長くなってもいいのかもしれないけれども、ここは、そういう意味合

いですね。 

 三つ目は、正直に言って、私も迷いがあるのです。いいなという面では、太田委員の言

われた意味でよかったねということは確かにあります。市民の方に参加いただいて、いろ

いろな意見があって、こんな意見があるのだなということもあって、よかったねという面

がある一方で、我々はそれを全部吸い上げられなかったねという反省というか、残念さが

あるのです。もっとほかの方法であれば市民の意見は吸い上げられたかもしれません。つ

まり、行政評価委員会の枠組みの中に入れたがために、今回、評価報告書の中には入れな

かった意見の方がむしろ多いのではないか。参考資料としてつけましたけれども、参考資

料を我々がすべて抱えこんでしまうわけにはいかないし、もう一つは、参考資料の中身を、

我々が自分の言葉で書きかえてしまって、我々の評価報告書として出すということもある

と思ったのです。ただ、それは、参加された方からすると、これは実際は委託した業者が

つくった報告書かもしれませんが、とはいっても我々が上書きしていくのはいかがなもの

かと思うので、これはそのままプレーンにしましょうと。しかし、そこに書いてあるもの

すべてを、我々の意見として、我々の評価として提出するわけにはいかないと思うのです。

だから、その部分については、ピックアップするなどして入れました。入れましたけれど

も、その入れた部分というのがものすごく多かったかというと、必ずしもそうではないと

いう感想を私は持っているのです。だから、そう考えると、これはこれで別の位置づけが

なされて出された方が、よりインパクトがあったかもしれないというところがあって、迷

っているのです。ですから、いいとも悪いとも書いていないのは、そういうことです。確
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かに、いい面はありましたけれども、それでよかったのだろうかというのがあるのです。

だから、悪かったという評価もどうかと思うので、まさに迷っているのです。そういう表

現なのです。 

○山崎副委員長 課題なのです。課題として残ったということです。 

○太田委員 迷っているとは読み取れるので、それは大変正しく書かれているというふう

に感じているのです。 

○吉見委員長 これは私の意見ですので、ほかの委員から、今年のこういうやり方はよか

ったねという非常に積極的な評価があれば、そちらに書きかえていいとも思っているので

す。そして、またこういうやり方で来年もやろうということですね。 

 本当にたくさん意見が出ている中で、それをもっとほかの方法で吸い上げられたのでは

ないかなという残念さも頭の中にあったものですから、こんな形になってしまいました。 

 事務局から何かございますか。表現の問題もありましたね。 

○推進担当係長 表現で、もし容易に変えられるところがあれば、考えたいと思います。 

○吉見委員長 なかなか難しいですね。ほかの人の目が入って書きかえないと、どこがと

いうのがわからないのでね。 

○太田委員 イエス、ノーとはっきり書けないところがあるので、できることがあれば、

していただけるとありがたいと思います。 

○吉見委員長 ここは、まさに総括のコメントですので、全体としてみれば、どうしても

抽象的にならざるを得ないところがあります。ですから、とりあえず、今の段階でご意見

をいただいておいて、次の議事（３）に移ると、最終的指摘事項で、三つの対象それぞれ

について少し検討します。ここは、より具体的になるでしょう。ただ、表現として、今、

太田委員の言われたような表現がまたいっぱい出てくるかもしれませんから、そこは逐次

考えなければいけません。 

 また、その結果、三つの対象を通じて総括コメントにこれも加えるべきではないかとい

うことが出てくるかもしれませんので、その場合には、ここにもう一度戻って、場合によ

っては、項目をつけ加える議論をしてもいいと思っています。もし、そういう方向でよろ

しければ、次の議事（３）に進んでもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 ありがとうございます。 

 それでは、議事（２）まで終わりまして、議事（３）に進みたいと思います。 

 最終指摘（案）についてですが、資料３と４で、それぞれ１、２、３に分かれているの

は、それぞれの施策ごとといいますか、三つありましたので、それに分かれているわけで

す。これは、施策ごとやっていくことでよろしいですね。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 それでは、事務局から説明いただきますが、施策ごとにやっていきますの

で、まず、一つ目の健やかな育ちの推進のところからお願いします。 
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○推進担当係長 資料３と資料４に分かれております。資料３に関しましては、これまで

ありました仮指摘と再質問事項への担当部局の回答という確認でございます。これを踏ま

えた上で、資料４の方で、各施策ごとに最終指摘（案）のご検討をいただければと考えて

ございますので、まず、資料３に関しましてご説明させていただきます。 

 資料３－１から３－３に分かれてございまして、資料３－１が、健やかな育ちの推進の

施策に関するものでございます。３－２が、就労支援と安心して働ける環境づくりの施策

に関するものです。そして、資料３－３が、市民自治の施策に関するものでございます。 

 内容的には、再質問事項と仮指摘事項というふうに分かれてございます。 

 まず、３－１でございますが、こちらの再質問事項につきましては、再ヒアリングをや

っておりませんので、この場で、どういった回答があったかということを確認させていた

だければと思います。 

 まず、再質問の１番目でございますが、健やかな育ちの推進への質問といたしまして、

通告があった事例のうち、居住実態が不明な事例はありましたか。あった場合には、その

後、どのように安全確認をしたのですかということに関する回答といたしましては、通告

内容が断片的な情報であっても、できる限り対象世帯を特定して子どもの安全確認をして

います。ただし、その住所に居住実態がない場合など、調査先を特定できない事例もあり

ました。こうした場合は、調査不能として処理せざるを得ないのが実情ですというもので

す。 

 そして、二つ目でございますが、過去の虐待事例について原因分析を行い、その結果を

その後の取り組みなどにどのように生かしていますかということに関してです。現時点で

の回答といたしましては、児童虐待案件については、その案件ごとに所内会議で原因等を

検討しています。また、その後の処遇につきましては、全国の死亡報告例の検証結果や過

去の取り扱い等を参考にして、案件ごとに児童相談所内でさまざまな意見を出し合いなが

ら処遇しております。さらに、実例をもとにして研修にも活用しておりますというもので

ございます。 

 そして、３番目の再質問でございますが、虐待事例に関する情報や事例に共通する傾向

や兆候を把握し、関係職員で共有していますか。共有している場合、その手段、媒体、流

れ等について教えてくださいということです。回答でございますが、職員の情報共有につ

きましては、所内会議の場面において、職員間の情報共有をしております。また、その所

内会議での情報共有を補完するものとして、文書供覧や研修等を活用して指示をしており

ます。さらに、事例によっては、児童相談所の職員だけではなく、区役所の保健センター

や保護課、学校や警察等関係機関についても、関係者会議や文書依頼、合同研修等で情報

を共有しているものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、もう一問、再質問がございます。 

 こちらは、児童虐待防止対策事業費につきましてワークショップの追加資料で、児童虐

待の取り扱い件数と通告件数でございました。こちらに関しまして、資料的に、札幌市に
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おける児童虐待の取り扱いの件数と、札幌市における児童虐待の通告件数の数値がありま

すが、虐待の件数は２２年度が谷、通告の件数は逆に２２年度が山となっています。この

通報件数との関係も踏まえて、この数字の動向の意味を教えてくださいというものでござ

います。 

 回答でございますが、児童虐待取り扱い件数とは、当該年度に虐待案件として認定した

ケース及びそれ以前の過年度からの継続ケースの動きです。虐待案件として認定したケー

スには、市民からの通告、通報に加えまして、児童相談所等への来所相談により虐待案件

として認定される場合があります。 

 一方、虐待の通告件数とは、当該年度に市民等からの通報のあった件数です。１番目に

おきまして、児童虐待取り扱い件数が谷となっているのは、特に、児童相談所で多くの継

続したケースが、指導が完了したということが挙げられます。２番目において、２２年度

に児童虐待通告の件数が山となっているのは、各区役所に児童虐待通告に対応する職員を

配置したことによる増加分及び猛暑が原因と推察される、いわゆる泣き声通報が増加した

とか、大阪市での母親による児童虐待死亡事件による市民の関心が増えたものと考えられ

ます。 

 したがいまして、児童虐待取り扱い件数と児童虐待通告件数につきましては、数値の基

準やとり方が異なっていることから、これら二つの数値は直接連動するものではないとい

う回答でございます。 

 まず、こちらが、再質問に関する回答でございます。 

 その後に仮指摘事項が七つほどございます。これにつきまして、所管部局に対しまして、

指摘の趣旨に沿って検討できるかどうかという確認をしたところ、すべての仮指摘事項に

つきまして、委員会の仮指摘の趣旨に沿って検討していきますという回答でございました。 

 こちらが３－１でございます。 

 続いて、４－１の説明をさせていただきます。 

 こちらも健やかな育ちの推進の関係でございます。 

 １ページ目をお開きください。 

 資料の構成といたしましては、まず、指摘ごとに黒帯で見出しを最終指摘（案）という

ことで付しておりまして、その下には、当該指摘をするに至りました委員会としての現状

把握や、その課題認識、それから、今後の改善、見直しの検討の経緯について述べており

ます。そのうち、市民参加の取り組み、ワークショップを行って、市民からのご提案やニ

ーズから読み取れる傾向や方向性を、委員会として認識したり、共有化したものにつきま

しては、市民ワークショップからということで、あわせてお示ししてございます。そして、

最終的には指摘案としましては、その囲みの中に掲載しております。 

 このような形をとることによって、昨年度の評価報告書もそうでございましたが、指摘

に至った経緯が、これを読んだ市民の方にもわかりやすくなるということで、この形態を

とっております。 
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 指摘の１番目でございますが、児童相談所等における各種事業、取り組みのＰＲについ

てでございます。 

 こちらは、児童相談所は３６５日、２４時間対応可能な窓口として、各区役所にも家庭

児童相談室を配置して、相談体制の拡充を進めております。しかしながら、ワークショッ

プの結果でも、その取り組み自体が市民になかなか浸透していないという状況や、児童相

談所へ相談することにためらいを持つ方も少なくないということがわかりました。 

 今後、児童虐待に対応していくために、児童相談所をより有効に活用していくためには、

市民の皆様に、児童相談所の今の機能や役割を知っていただき、気軽にご相談、活用でき

る環境づくりが必要だと考えます。 

 指摘といたしまして、施策に対しまして、児童相談所等における各種事業、取り組みの

ＰＲを強化してください。特に、相談業務に関しましては、どのような相談に対応してい

るかといった相談可能な事柄をお示しするなど、市民がより利用しやすい環境づくりに配

慮してくださいという指摘でございます。 

 二つ目でございますが、児童相談所におけるチェック体制の強化ということでございま

す。 

 児童相談所が扱う事案の中には、緊急度が高く、市民の身体や生命にかかわることもあ

りまして、組織的対応が的確、迅速に行わなければ深刻な事態となるおそれもあります。

児童相談所においては、定例の会議や臨時会議を開いて、すべての事案に関するチェック

を行っております。それから、児童相談所内部の職員による内部総合チェックを行ってい

るというお答えでありましたが、複雑多岐にわたる事案により適正に対処していくために、

より一層のチェック体制の強化とその継続が求められると考えられます。 

 指摘でございますが、児童相談所の運営管理費に関しまして、児童相談所の適切な運営

や組織的な対応を確保するためのチェック体制の強化について検討することということで

ございます。 

 続けて、３点目の最終指摘（案）でございます。 

 こちらが、児童相談・児童虐待に関する状況の把握についてでございます。 

 札幌市における児童相談の統計では、児童相談所と各区の家庭児童相談室の相談受理件

数を別々に取り扱われている状況にございました。しかしながら、児童相談・児童虐待に

対応していくためには、常に札幌市全体での状況を把握することが必要でありまして、市

民理解を進める上でも、そのような形での情報提供が必要と考えられます。 

 指摘でございますが、児童相談所運営管理費につきまして、札幌市における児童相談・

児童虐待に関する状況を把握するため、組織別の統計のみならず、事案に着目した統計を

作成するなど、札幌市全体としての情報管理を行い、取り組みを進めるということでござ

います。 

 続きまして、指摘の４番目でございます。 

 児童相談所職員の専門性向上への取り組みについてということでございます。 
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 ヒアリングからは、児童相談所職員が熱意を持って業務に当たっていることや、複雑な

事案に対応すべく人事異動サイクルも考慮しているということや、専門機関での専門的な

研修とか、その中身を所内で共有するべく努力しているということはわかりました。 

 しかしながら、職員個々の意欲や資質に頼るばかりではなく、組織的に職員の専門性の

維持、向上を図ることが必要だと考えられます。 

 指摘でございますが、こちらも児童相談所運営管理費という項目に関しまして、職員個々

の意欲や資質に頼るばかりではなく、人材育成のシステムとして、専門性を向上するため

の方策について検討して、具体的な取り組みを進めることという指摘でございます。 

 指摘の５番目でございます。 

 区役所の家庭児童相談室の利用促進についてということでございます。 

 札幌市では、家庭における子育て機能低下とか、不登校、児童虐待等の問題に対応する

ため、市民に身近な各区役所に家庭児童相談室を設置して相談体制の充実強化を図ってい

ます。このように、市民の立場に立った取り組みを進めておりますが、ワークショップの

意見からは、この家庭児童相談室がまだ市民に十分浸透していない、周知されていないと

いうことがありました。また、相談することへの心理的障壁ということも考えられました。 

 指摘でございますが、家庭児童相談員費につきまして、区の家庭児童相談室について広

く市民に対して積極的にＰＲを行うとともに、児童会館とか町内会館、子育てサロンなど

における出張相談を開催するなど、市民がより気軽に相談できる体制について検討し、利

用促進に向けた取り組みを行うことという指摘でございます。 

 続きまして、指摘の６番目でございます。 

 オレンジリボン地域協力員の質の向上と維持についてでございます。 

 児童虐待の早期発見とか早期対応のための地域の協力、地域協力員制度として、オレン

ジリボン協力員というものを設けております。既に、１万人近くの市民の方に協力員とし

てご登録いただき、協力していただく体制を進めてきております。このような取り組みが、

児童虐待に対する理解の促進なり、地域レベルでの虐待予防や、早期発見により努めてい

るということは、すぐれた取り組みというふうに認識しております。しかしながら、その

協力員に対して、就任時に１回の研修受講というものを必須としておりますが、その後の

フォローは、年１回程度の協力員便りの送付という状況にございます。 

 ついては、このオレンジリボン地域協力員の制度をより有効に運用していくために、以

下の指摘をしますということでございます。 

 児童虐待防止対策事業費につきまして、オレンジリボン地域協力員の就任後のフォロー

を充実し、質の向上と維持を図るという指摘でございます。 

 続きまして、指摘の７番目、児童虐待の未然防止に向けた取り組みについてでございま

す。 

 児童相談所では、虐待の防止対策として、オレンジリボン協力員制度とか、子ども安心

ホットラインの設置など、さまざまな取り組みを進めてきております。しかしながら、児
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童虐待の発生件数は依然として少なくない状況にございます。 

 ワークショップの市民意見におきましても、核家族の進展とか、共働き世帯の増加など

によって、育児不安を抱えている親が増えているとか、地域とのつながりが薄くなってい

ること等がこういった問題の原因ではないか。そして、子育て中の親のみならず、これか

ら子育てを始める大人たちへの支援等による未然防止の取り組みが必要ではないかという

ご意見が出ておりました。委員会といたしましても、児童相談所における児童虐待の相談

件数が依然として高いという状況をかんがみて、未然防止の取り組みが今後ますます重要

であると考えます。 

 指摘でございますが、児童虐待防止対策事業費につきまして、札幌市の子育て支援事業

や母子保健事業との連携を強化したり、その他関係機関との連携を深めて、近い将来、親

になり得る世代に向けた虐待予防のための啓発とか、地域、行政が一体となった見回り活

動を行うなど、児童虐待の未然防止に向けた取り組みについて検討することという指摘で

ございます。 

 児童相談の関係は、以上の七つの指摘（案）でございます。 

 私の方からは、以上でございます。 

○吉見委員長 まず、一つ目の施策でございますけれども、全体を通して言いますと、先

ほど言いましたように、資料の４－１のような形で報告書に入っていく予定ということで

すね。最初の方では、七つの指摘（案）が出ていますけれども、これは、もう既に３－１

の２ページ目、３ページ目のところから仮指摘が始まっていますが、これは、すでに前に

出したものですね。皆さんにお示しした仮指摘案がありました。結果的には、７項目の指

摘をそのまま文書にしていったものが４－１になるわけです。資料３－１の前半の再質問

は、再質問をして、その結果をここにまとめただけですので、それが、例えば指摘（案）

になっているものではありません。２ページ目の仮指摘と書いているところの７項目がこ

の４－１に落とし込まれているとご理解ください。 

 それから、この仮指摘については、所管局に、こんな仮指摘にしていますということは

投げているわけですね。それに対して、できるとかできないということで、当方へ回答は

返ってきています。返ってきていますが、これはご参考にということで結構だと思います。

できそうだとか検討すると返ってきているから書くということでもないですし、できない

と言われているから書かないということでもないです。指摘については、我々の判断で、

所管局の回答にかかわらず考えていこうと思っています。 

 さて、そういう意味では、仮指摘（案）の７項目については、これまでの委員会の中で

目を通していただいていますので、どちらかというと、４－１にこういう形で落とし込ん

だときに、これでよいかということになろうかと思いますが、何かご意見がございました

らお願いいたします。 

 林委員、お願いします。 

○林委員 最終指摘（案）の３ですが、「札幌市内における現状の統計では、児相と区家
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庭児童相談室の相談受理件数等が、それぞれ部署別に取り扱われている状況にある」とい

うところで、「部署別」というのは、児相と区家庭児童相談室が別々というレベルだけで

すね。一瞬、その中でさらに部署、部署に分かれているのかなと思ったのです。「件数等」

となっているのですけれども、件数だけではなくて、いろいろほかのことも二つの組織で

別々に統計が出ているのだろうなということは推測されるのですけれども、この指摘内容

で、「組織別の統計のみならず、事案に着目した統計を作成するなど」というまとめにな

っているので、組織別に統計をとることが問題があるのではなくて、組織別の統計をとっ

ているだけで終わっているところに問題があるまとめかと思うのですが、上の説明文だと、

組織別に件数を取り扱っていること自体が問題であるかのように読めるので、全体を読ん

だときに、結局、だから何が問題とされているのか若干わかりづらいかなというところが

あったのですよね。件数は別々に統計が出ること自体は、組織が別にあるので、そのこと

自体は問題ではないと思うのです。それにとどまっているということが問題だったという

ことなのですよね。 

○推進担当係長 そうですね。別々にとって、それで終わっていると。それが全体を見る

目が足りないのではないかと、そういうことです。 

○林委員 なので、指摘内容だけだったらわかりやすいのですけれども、上の説明が逆に

わかりづらくなってしまっている気が何となくしました。組織別にすべて分かれてしまっ

ているというところがメーンの問題点なのか、それをさらに突っ込んだ把握がないところ

が問題なのか、最初一見すると、そもそもこの組織別に把握すること自体が問題であるか

のように読めてしまうものですから、それは幾ら何でも、そんなことは問題ないと思うの

で、逆にわけがわからなくなっています。最初から一緒に把握すること自体もおかしいの

かなと思うので、そこは、指摘内容に沿って、なぜこういう指摘をしたかというところの

説明文もあわせて書いていただいた方が誤解がないかと思います。 

○吉見委員長 最初の書き出しの部分は、ちょっと表現を変えるだけで大分イメージが変

わるかもしれませんね。 

○林委員 そういうことです。 

○吉見委員長 「受理件数等が」「状況にある」と書くと何か否定的に見えるので、ちょ

っと変な話ですけれども、「受理件数等はそれぞれ部署別に取り扱われている」でとめて

しまうと、大分イメージが変わりますね。客観的に事実を述べているだけなので、否定的

な感じがちょっと減りますね。その上で、「しかしながら」を残すかどうかは別として、

この後は全体でという話をするわけですからね。この指摘内容の四角の中に囲まれている

部分についてはいいのではないかという林委員のご意見でしたので、これより上の部分の

表現を少し変えると、別々にやっていることがいけないというニュアンスを持つようであ

れば、それは困るかなというお話だと思います。多少表現を変えればいいのかもしれませ

ん。 

 そういう形でよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 それでは、ほかに何かご意見はございますでしょうか。 

 石川委員、お願いします。 

○石川委員 私も、初めての参加で、全体の議論の流れを正確に把握していないかもしれ

ないので、ちょっと確認させてもらうのですが、仮指摘というのは、前回出ていると思う

のですけれども、多分、委員会でこの仮指摘を詰めていないと思うのです。これは、今ま

での議論を組んでこの七つを拾ったということでしたか。この七つを一つずつ絞っていっ

てというプロセスが余りなかった気がするのです。 

○吉見委員長 どれにしましょうかということですか。 

○石川委員 この七つが上がってきた経緯というのは、どういう流れでしたか。前回、も

うちょっと確認すべきだったのですけれどもね。 

○吉見委員長 今、石川委員の言われたように、これまで、我々の議論の中で出てきた主

要ポイントについて、それが指摘になるようなものを、この前、７項目にまとめたという

ことだったのです。 

○石川委員 そうですね。今までの議論を酌んで、この七つを拾ってもらったということ

ですかね。 

○吉見委員長 そのとおりです。 

○石川委員 わかりました。 

 それを踏まえて、また細かい話になって恐縮ですけれども、最終指摘事項の５番を読む

と、この指摘事項で、「子育てサロンなどにおける出張サロンを開催するなど」とありま

して、この項目だけ、非常に踏み込んだ指摘になっています。僕は、このこと自体はすご

くいいと思うのです。ほかの項目とか、別のものに関しても、なかなか抽象的なことが多

い中でですね。ただ、逆に、これが踏み込んでしまうと、ほかももうちょっと具体的な施

策を示した方がわかりやすいです。何がいいかというと、５の方がいいという結論なので

す。結果的に、それで５をあいまいにするということは、僕の質問の趣旨がないのですけ

れども、これを抜いてしまうとね。なぜかなと思って、今、これを見たら、ワークショッ

プでこういう発言が出ているのです。だから、それをいいことだなと思って取り入れたの

かなという経緯はわかったのですけれども、多分、この委員会では、ここまで突っ込んだ

話は出なかったと思います。ここは、いい意味での違和感を持ったのだけれども、ほかの

ところにも、こういうことをもう少し入れた方が、指摘としてはいいと思うのです。ただ、

これも、体制のことを突っ込んで、議論をした上でこういう指摘をしているわけではない

と思うのです。そういう相談員の配置なら、ここを出してもいいのではないかということ

で、たまたま、そういうよさそうな意見があったからここに入れたというところです。こ

れは、ワークショップの意見が本当にまじっているので、行政評価委員会のプロパーの意

見なのか、まじった意見なのか、わかりづらくなるのがいいのかどうかも含めてなのです

けれども、この項目が象徴的だったので、気になりました。 
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○吉見委員長 わかりました。何点かあると思います。 

 まず、後段の方の話は、先ほどのお話ではないですが、やはり迷っている部分もありま

す。今回、こういう形でワークショップを利用したので、ワークショップで出た意見で、

我々がいいなと思ったものは、混ぜていいと思っているのです。つまり、我々が気づかな

かった部分を市民に気づかせてもらったので、それは、我々の意見としてまさにこの中に

入れ込むということでいいと思っているのです。 

 ですから、そういうものが、この指摘の中に、ほかのところにも幾つか入っています。

むしろ、そういうものをたくさん入れられなかったのです。すべてについてそういうふう

に入れるわけにいかないということもあって、もっと具体的にいろいろ書いているところ

もあるのですが、それをとるわけにいかなかった面もあるので、そこがつらいところです

ね。つまり、我々として都合のいいというか、いいところどりでとらせてもらったという

ことになります。 

 それが、市民ワークショップの利用の仕方として果たしていいのかどうかということに

私自身の迷いがあるわけですけれども、今回は、そういう形にしかならざるを得ないのか

なと思います。この部分については、この行政評価委員会の中でも、特段、ここまで言う

のはというものはなかったので、とりあえず、こういうものを入れてみたということです

けれども、もしも、委員の皆様で、これはどうかなという違和感があるのなら、削っても

いいと思います。これは具体的に無理でないかというのであれば、削ってもいいと思いま

す。 

 それから、ほかのところで、もう少し具体的な書き込みができるものがある、あるいは、

そういうご意見があるならば、それも入れていいと思います。それは、別にワークショッ

プから拾うのではなくて、我々の意見として入れても構わないと思います。ただ、それを

入れるときに、皆さんの中で、いいよねというある種の合意ではないですが、理解が得ら

れないと、入れにくいかなと思っております。 

 ですから、具体的な書きぶりについて、もっと書くべきとか、ここまで書くのはという

ものがあれば、おっしゃってください。削るなり、入れるなりということは、随時、して

いきたいと思います。その意味では、多少、具体感と抽象感が交じってしまうかもしれま

せんが、それは、やむを得ないかなと思っているところもあります。その辺の感覚を厳密

に統一しなくてもいいかなと思っています。 

 今の石川委員のご意見に乗せて言えば、例えば、次の６ですが、オレンジリボンのとこ

ろは、非常にシンプルな指摘になっているのですが、本当は、どうにでも読めるのです。

ここでの議論は何があったかというと、結局、オレンジリボンの制度というのは非常にい

いなと思うのだけれども、現状では、１回研修をやって、人数をどんどん増やしているだ

けで、あとは放ったらかしです。ですから、仮にですが、これだけ人数が増えてきてしま

うと、市が、オレンジリボンの協力員として、身分証明書ではないですけれども、修了証

のようなものを出しているわけですね。そういったものを利用して、今後、非違行為など
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が出てきたときに、市として、それについて何か対応できる状況にあるのかというと、全

くないわけです。今、どういう方がされているのかとか、幸いにしてそういうことは起こ

っていないのだと思いますけれども、今後、人数がどんどん増えていったときに、そうい

う方にきちんと働いていただけるようにフォローしていかなければいけないし、研修など

もしていかなければいけないかもしれないし、現状をきちんと把握しなければいけないで

しょうというのが、ここの心だったわけです。 

 ただ、そこまで書くかどうかということがあるわけです。フォローと書いてしまうと、

例えば、「その後のフォローは、年１回程度の協力員便りの送付のみ」と書いてあるので、

では、この協力員便りを２回にすればいいのかというふうに理解されてしまうと、我々の

指摘の気持ちとは全く違うところに行ってしまうわけです。だから、具体的に、「フォロ

ーを充実」のところを、研修を充実するとか、定期的な研修をきちんとするようにとか、

そういうところまで踏み込んで書くかどうかですね。石川委員のお話は、そういうことに

つながってくるのかなと思ってお聞きしていました。ただ、そこまで踏み込んで書くと、

１万人もいるのに毎年研修するのかということが所管局としては出てくるでしょうし、も

っと数を増やすことが重要であって、とりあえず、質の確保はその後なのですという話も

出てくるかもしれません。こういう抽象的な内容だから所管局としては対応できるという

ふうに考えてしまうところもあるかもしれません。難しいところですね。一歩でも進めて

もらえればいいという考え方をすれば、今のままでなくて、一歩でもフォローの仕方を進

めてもらえればいいという考え方もあるでしょうし、アイデアとして、今言ったように、

より具体的に我々の考えていた趣旨に合うように、例えば、研修をしろとか、協力員便り

のみではなくてほかの方法を使って、というところまで書き込むのかとか、そのあたりは

議論のあるところかと思います。ほかにもあると思うのですが、いかがいたしましょうか。 

 個人的には、今のオレンジリボンのところは、もう少し書き込んでもいいかなと思って

いるのです。 

○石川委員 繰り返しですけれども、５が象徴的で、こう読むと、出張相談などはいいな

と思いますが、ある意味で、こう出て、出張相談をするかという話になったときに、思っ

たよりニーズがなかったということがあったら、我々としては、そこまで深く考えて出張

相談を開催した方がいいとまでは言っていないのかなという気もするのです。しかし、書

きぶりとしては、５はすごく具体的に書いていて読みやすい感じがするので、正直に言っ

て、迷いはあるのです。多分、こう書くと、今後の流れはわからないですが、では、やろ

うかなという話になってしまうのではないかという気もします。このまま残して、やって

もらって、それをまた見るのもいいかもしれません。 

○吉見委員長 そうですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 太田委員、お願いします。 

○太田委員 書き方ですけれども、例えば、７が一番わかりやすいのですが、「児童虐待
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の未然防止に向けた取組について」という言葉が、指摘の表題にも出ていますし、「つい

ては」のところにも出ていますし、指摘内容の最後の文章にも出ています。これは、繰り

返されているということと、「ついては」に関しては、未然防止に向けて検討しろという

ことで、「さらなる」と入れたらいいのかどうかわからないですが、何度も繰り返されて

いるだけに読めるのです。「ついては」のところに関しては、虐待の未然防止について何

のことで取り組んでほしいということを書いた上で、指摘内容も、「見守り活動を行うな

ど」が―何を申し上げたいかというと、繰り返されているだけで、整理されていないの

ではないかと思うのです。「ついては」のところに関しては、指摘事項のタイトルになっ

ているものがそのまま書かれているところが多いのですが、それでいいのかということで

す。最終指摘の１と２に関しては、「ついては、以下の事項に取り組むこと」ということ

で、何に取り組んでほしいという書き方がされていないのですが、そこも整理して書いた

方がいいかと思います。指摘したいことの言葉が繰り返されているので、もう少し整理で

きるのではないかと思いました。 

○吉見委員長 角度が違うのかもしれませんが、先ほど、石川委員が言われたような、例

えば具体性をもう少し加えるということになると、そこがまた変わってくるわけですね。

それに近いようなお話かなと思いましたが、繰り返した結果、抽象的にとどまっていると

ころが多いですね。 

○太田委員 繰り返しが多いというか、指摘事項の一文が何度も出てきていると思うので、

指摘のタイトルの書き方を変えるなどですね。７だけを見ると、「児童虐待の未然防止に

向けて」という言葉がそのまま出てきて、指摘内容にも、最後の「ついては」にも出てき

ているので、書き方としては、もう少しシンプルにならないかなと感じました。「ついて

は」に関しては、タイトルを変えるか……。 

○吉見委員長 でも、小手先になってしまうから、１番と２番は、「ついては、以下の事

項に取り組むこと」と書いてあるわけですね。３番から７番は、「ついては」の後にタイ

トルが一つ加わって「取り組むこと」になっているから、「ついては」のところは、全部、

「以下の事項に取り組むこと」にしていいのかもしれないですね。タイトルにかかわらず、

３から７までは１と２と同じようにしてね。 

 そうしましょうか。そうしておいて、後は、指摘事項の中で少し考えればいいでしょう

か。 

○太田委員 「ついては」は要らない……。「ついては」以下の「事項に取り組むこと」

が全部についてくるのも、何か煩雑になります。見た目の問題ですね。 

○山崎副委員長 今、太田委員がご指摘された案の７というのは、取り組みについてとい

うことで言うと、１から６も全部取り組みについてになってしまうので、ぱっとタイトル

だけを見て、では、何をするのかということがわかりにくいわけです。ずっと読んでいて、

最終指摘の７で何が言いたいのかなともう少し読み込んでいくと、恐らく、児童療育課と

か相談判定課という事業担当部局だけ、もしくは、児童虐待防止対策事業費という単独の



 - 21 -

事業だけをやるのではなくて、他の事業との連携とか、他の部局との連携ですね。ですか

ら、他の事業をやる部局、関係機関との連携強化というタイトルなのかなというふうに思

うので、そのような形でタイトルをつけて表現すると、何が言いたいのかということがも

うちょっとよくわかるのではないかと思った次第です。 

○吉見委員長 山崎副委員長のおっしゃった、７のところは、むしろ、指摘内容の中に書

いてあるのです。ですから、他のいろいろな事業との連携強化、その他関係機関との連携、

それから啓発活動というところが書いてあって、それが、この取り組みなのですよ。そう

いったことをやったらどうかということを書いているのが指摘になっております。 

 最後に、「児童虐待の未然防止に向けた取組について検討すること」と繰り返されてし

まうものだから、太田委員が、これはおかしいよなと見てしまうということですね。 

○山崎副委員長 何度も何度も出てきますからね。 

○吉見委員長 繰り返して、結局、具体的に何も言っていないように見えてしまわないか

ということだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 最終的な報告書の案は、もう一遍出てきます。当たり前ですが、１冊にまとめたものが

出てきます。今年度の行政評価委員会の予定は、残り１回しかありませんけれども、その

ときにもう一度見ていただくことはできます。ただし、そこで全く新たなものを差し込ん

で書きかえることは難しくなると思うので、例えば、ここは、こういうふうに具体化した

らどうかとか、仮にですが、もう一つ指摘事項を入れるべきではないかとか、そういうこ

とがあれば、早目に申し出ていただいて、次の最終報告書の案をつくるまでには、事前に

大きな変更があるようであれば、委員の皆様にメール等で照会の上で差し込むような形を

とりたいと思います。ですから、もし、そういうものがあれば、特に大きなものは早目に

おっしゃっていただきたいと思います。今のような、表現であるとか、もうちょっと具体

化してはどうかということがあれば、別途、おっしゃっていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 いろいろ意見が出ましたので、そこはまた盛り込んでいかなければならないところもあ

ると思います。とりあえずこの項目は終わります。よろしいでしょうか。 

 どうしましょうか。今日は２時間半の予定なので、ここで５分の休憩を入れましょう。 

 

〔  休    憩  〕 

 

○吉見委員長 それでは、再開いたしましょう。 

 残りの対象施策が二つございます。二つ目の就労支援と安心して働ける環境づくりです

ね。これにつきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○推進担当係長 お手元の資料３－２と４－２をごらんください。 

 まず、３－２の就労支援と安心して働ける環境づくりの施策に関するものです。 



 - 22 -

 再質問事項に関しましては、再ヒアリングにおいて担当部局から回答済みでございます

ので、ここの説明は割愛いたします。 

 １枚おめくりいただきまして、仮指摘事項に対する所管の現時点での回答としましては、

こちらも、すべての事項につきまして、指摘の趣旨に沿って検討しますという答えでござ

いました。それを確認いただければと思います。 

 資料４－２に参ります。最終指摘（案）でございます。 

 まず一つ目が、最終指摘（案）の１から４をまとめて示しております。こちらが、雇用

推進施策・事業の効果的かつ効率的展開についてということでございます。 

 札幌市では、雇用情勢の改善に向けたいろいろな就労支援事業を実施しておりますが、

ヒアリング等を踏まえて、課題に対して総花的に各事業を実施しているという印象を受け

て、全体的な事業戦略の明確化の必要性を感じた。国や道においてもさまざまな雇用推進

事業を行っている中で、札幌市として当該施策を進める以上、他機関が実施する事業との

すみ分けや、札幌市として重点的に取り組む事項の明確化を図るとともに、昨今の厳しい

社会経済情勢に対応することが求められますということで、指摘でございますが、まず、

施策に関しまして、他機関が実施する事業とのすみ分けや、重点的に取り組む事項の明確

化を図るなど、戦略的な視点を持って事業を進めること、また、当該視点に基づき、各事

業を連携させて効果的、効率的に事業を展開していくことという指摘でございます。 

 それから、企業向けの若年層雇用安定助成金事業とジョブチャレンジ事業、若年層職場

定着支援事業に共通した指摘でございますが、事業の継続やレベルアップ、見直し、廃止

等の判断を迅速かつ柔軟に行うための具体的な基準について検討し、随時、事業効果の検

証を行うことという指摘でございます。 

 続きまして、最終指摘（案）の５から９でございます。これも共通化してございます。 

 事業実績の客観的な評価についてということで、雇用推進部が実施する事業の評価では、

一定の指標が用いられ、その事業成果を図ろうとしていることはうかがわれましたが、費

用対効果や効率性の観点に基づき、その実績が客観的に評価され、市民にわかりやすく伝

えられているとは言いがたい状況にあると思われます。事業実績の評価に当たりましては、

事業が効果的、効率的であったかを客観的に示すことが求められる。 

 ついては、指摘でございますが、若年層雇用安定助成金事業、ジョブチャレンジ事業、

若年層職場定着支援事業、就業サポートセンター事業、職業能力開発サポート事業につき

まして、事業実績の評価に当たっては、その効果や効率性について、札幌市の状況だけで

はなく、例えば、他政令市の状況を併記するなど、適切な比較指標を記載した上で評価し、

市民にわかりやすく伝えることという指摘でございます。 

 １枚めくっていただきまして、最終指摘（案）の１０・１１でございます。 

 事業の利用促進に向けた取り組みについてということで、企業向け若年層雇用安定助成

金事業は、特に雇用情勢が厳しい若年層の雇用に対する事業であり、その意義は十分にあ

る。しかしながら、事業開始初年度の実績が目標を下回っており、より一層の利用促進が
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必要である。 

 また、職業能力開発サポート事業は、求職者の資格取得の能力開発を支援し、就労に結

びつけるという取り組みでありますが、その事業のうち、職場実習の取り組みにおいても、

その実績が目標の１割にとどまって、より一層の利用促進が求められているということで

す。 

 ついては、この両事業につきまして、今後の事業実施に当たっては、それぞれの事業の

一体的実施などによって、事業効果をより一層高める取り組みを実施することというのが

１０・１１に共通するものでございます。 

 最終指摘（案）１２でございます。 

 事業の費用対効果の向上についてということで、ジョブチャレンジ事業における求職者

１人当たりに要する経費―合同企業説明会以外のものでございますが、市が無償で提供

するサービスとしては多額の経費を用いています。このような中、持続可能な事業として

行っていくためには、これまで以上の成果を上げて、費用対効果を高めることが必要であ

る。 

 ついては、ジョブチャレンジ事業の指摘でございますが、事業参加者１人当たりに対す

る費用が多額であるため、費用対効果の向上に向けた具体的な見直しを行うことという指

摘でございます。 

 続きまして、最終指摘（案）１３でございます。 

 利用者にとって最適な事業選択に向けた取り組みについてということで、若年層の就労

支援の取り組みは、市のみならず、国や道においても実施している。しかしながら、それ

らの事業の相互の情報は、市民に対して必ずしもわかりやすいとは言えず、利用者にとっ

ては、それぞれの状況に応じて最適なサービスを選択することが容易ではないと思われま

す。 

 ついては、ジョブチャレンジ事業に対する指摘でございますが、国や道等の関係機関と

の調整を図り、利用者が最適な事業選択を行えるように取り組みを進めることという指摘

でございます。 

 続きまして、最終指摘（案）１４・１５でございますが、事業の改善や見直しを行うた

めには、長期的な視点で取り組んでいる事業についても、その効果につながる短期的指標

などの指標を用いて、多角的に効果を検証して、積極的に事業を評価することが求められ

るということです。 

 指摘でございますが、職業観育成事業につきまして、高校生の段階での職業観の醸成を

行っている当事業は、就労支援という施策効果が実現するまでの時間的間隔が大きいとこ

ろではあるが、例えば、事業参加者数やアンケート結果、事業実施前後の受講者の意識変

化など、可能な限り、多様な指標を設定し、その効果の検証を行うこと。また、若年層職

場定着支援事業につきましては、事業実施前後の受講者の意識変化など、可能な限り、多

様な指標を設定し、研修受講によって早期離職率の低下に効果があるのか等の成果を調査
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分析し、今後の事業の見直しに生かすことという指摘でございます。 

 そして、最終指摘（案）１６の受益者負担の導入についてです。 

 若年層職場定着支援事業は、若手社員の早期離職を防止し、職場定着を図る。そして、

若手社員の仕事に関する不安や悩みの解消、また、若手社員を教育する人材育成担当者の

能力向上に向けて実施している。ヒアリングの上では、当該事業がコスト的な面から社内

研修を実施することが難しい中小企業の代替研修、あるいは、やる気のある若手社員の自

己啓発となっているものとうかがわれたということです。 

 指摘でございますが、若年層職場定着支援事業につきまして、参加企業等の受益者負担

の導入について検討することという指摘でございます。 

 雇用の関係は、以上でございます。 

○吉見委員長 それでは、ご指摘、ご意見等をいただきたいと思います。 

 こちらは、ご案内のように、市民ワークショップの対象になっておりませんので、我々

のここまでの議論だけから出されている最終指摘（案）になります。 

 何かございますでしょうか。 

 石川委員、お願いします。 

○石川委員 全体の構成に関することなので、これだというものはないのですが、感じた

ことだけで言えば、最終指摘の１２と１６というのは、費用の話が出ていて、１６もその

裏返しだから、受益者負担をした方がいいということだと思うのです。 

 ところが、前段では、効果的、効率的な展開についてのことが１から９まで通して同じ

趣旨なのでしょうか。評価して、効率的かどうかを判定しなさいという話だと思うのです。

実は、この話は、本来は裏表であって、多少お金がかかったって効果的であればやっても

いいよとか、純利益は金額がちょっと高いねということを心配してしまう指摘になってい

るけれども、１人当たりが高くても、その波及効果がすごくあれば、やってもいいという

ところが、やはり前段の測定をした結果で判定される話だと思うのです。だから、こうい

うふうに分けてしまうのがいいのかどうか、多分、指摘を拾っていけば、こういう書き方

になったのかなとか、まとまっていないのですけれどもね。 

○吉見委員長 １２あたりは、かなり具体化した話ですね。 

 確かに、４－２のナンバー３は、効果の検証を行うことというのをジョブチャレンジ事

業で言っていて、１２は、同じジョブチャレンジ事業に対して、その費用対効果を向上し

なさいということを言っているわけですね。 

○石川委員 多分、内容は違って、その前段は、本当に効果があるのかという部分ですね。

前段は、余りお金の話は考えてないけれども、後段は、お金のことにも少し注目して１２、

１６が出たというふうにとらえたのです。 

○吉見委員長 費用対効果というのは、もちろんイコールお金のことではないのですけれ

ども、お金のことも含みますからね。確かに、前の方は、必ずしも直ちにコストなりお金

ということだけで費用対効果を言っているわけではないわけですが、一方で、含んでいな
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いわけでもないですね。ですから、１２は、もう少し具体化できたものを、こうやって具

体的にお金の話にして、指摘をしているという理解でもいいと思います。 

○石川委員 １２と１６は、多分、議論の中でこういう話題が出たので指摘として入れる

ということだと思うのですが、すべての事業を同じ目線で見えているのかという危惧もあ

ったのです。 

○吉見委員長 それは、先ほどと同じように、できていないかもしれませんね。事業のな

かでは、金額的な目線で見ることができるものとできないものがあります。例えば、１２

の場合は、何しろ金額が大きいので、こんなにお金をかけていって大丈夫なのですか、あ

るいは、本当に効果があるのですかというふうに見える事業だから、わざわざ取り出して、

ここについてはそういう指摘になったと思うのです。あるいは、１６についても、本当に

これにお金をかけて市がやる必要があるのですかというふうに見える事業なので出してい

るのです。 

 同じ形でほかのところを見たときに、例えば、金額が小さいものもあるでしょうし、市

がお金を出してやっていていいと思われるものもあるでしょう。それを挙げて、これはこ

のままやっていてもいいよという評価もあれですからね。そういう意味では、特定の事業

をピックアップして、ここはちょっと再検討しなさいとか、もうやめなさいとまで言わな

いにしても、本当にこのまま続けていいのですかというような評価は、行政評価委員会で、

できるものは具体的に意見を言うということはいいと思っているのです。その結果として

変わるかどうかは別として、我々の役割としてはそういうものがあっていいと思います。

具体的に言えるものに対してはですね。 

○石川委員 私の危惧は、あれだけの資料を出していただいたし、みんなで目を通したの

で、これはというものが抽出されたということでいいと思いますが、実際は、すべての数

字をチェックしたわけではないので、実は、このほかにもうちょっと費用対効果を言わな

ければならないものがあるのではないか、これを挙げたのならほかは大丈夫なのかという

危惧はあるのだけれども、あの資料で大体出尽くしているということであれば、あそこが

象徴的に見つかったということだから、この指摘でいいと思います。 

○吉見委員長 見落としているところがないかと言われると、見落としていないと言い切

れるだけの自信がないかもしれません。 

○石川委員 ただ、いただいた資料の中には、予算のやつも決算のやつも出ているわけだ

から、その中から数字を拾って、これは高いという経過があったので、大丈夫だなとは思

っております。 

○吉見委員長 結局は、限られた時間の中で、我々ができた範囲で、指摘できることを指

摘するしかないということになるのだろうと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○林委員 １３です。これも表現の問題ですけれども、「しかしながら、それらの事業に

関する情報は、市民に対して、必ずしもわかりやすいとは言えず」は、事業に関する情報
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の内容がわかりづらいということでよろしいのですか。 

○吉見委員長 そうでしょうね。道やら国やら市やらがやっている中身がどう違うのか、

何やっているのかがよくわからないということですね。 

○林委員 そうなのでしょうけれども、まさにわかりづらいところです。まさに、これ自

体の情報が市民にわかりづらいのではないかという気がします。 

○吉見委員長 それらの事業の違いなどの情報とか、それらの事業の内容とか、そういう

書き方をすると、うんとわかりやすくなるかもしれませんね。 

○林委員 この小見出しのところの「ついては」と、指摘内容のところは、「最適な事業

を選択」ということで、「事業」という言葉が使われています。これも……。 

○吉見委員長 前は、最適なサービスと書いていますからね。 

○林委員 そうなのです。ワークショップの方が読めばすぐにわかるのでしょうけれども、

一般市民の方への事業というのは、「利用者にとって最適な事業を選択」と、何となく就

業促進、就業支援という中の事業とは何かというように、それこそわかりづらいかなとい

う気がします。 

○吉見委員長 例えば、今のお話について言えば、「ついては」というところの後の「最

適な」のところですね。先ほど、これは削ってしまおうかという話もありましたので、「つ

いては、以下の事項に取り組むこと」になってしまうかもしれませんが、もし、そうしな

いのであれば、ここを「事業」ではなく「サービス」にしておいてもらって、その上で、

指摘内容のところで、「利用者が最適な事業選択を行えるように取り組みを進めること」

というときの「事業」の後に、括弧でサービスと入れましょうか。つまり、それを入れて

おくと、市民にわかりやすいという意味ですし、これは対象部局に対して指摘をしていま

すので、部局にとっては、事業と言われた方がわかると思うのです。 

○林委員 そうですね。よく読めば、ないし、意図があらかじめわかっていれば、特に問

題はないのです。だから、この書き方に問題があるということではなくて、これをだれに

読んでもらって、何を伝えるかという意味で言うと、一見すると、「事業」というのは、

就労支援に有効な市のサービスという言葉なのか、そもそも、それを超えてしまって、も

う就労の対象自体なのかみたいな、そこが混乱する人が出てきてしまうのかなと。お仕事

自体みたいな読み方もできなくはないのかなと思いました。 

○吉見委員長 仕事自体ではないですね。 

○林委員 そうではないのですけれども、その辺も、先ほど指摘させていただいたのと同

じように、誤解があっては元も子もないところがあるので、表現を工夫していただいた方

がいいのかなという気がします。 

○吉見委員長 市民目線からいけば、サービスと言った方がわかりやすいし、所管から見

れば事業と言われた方がわかりやすいのだろうと思います。「ついては」の後をどういう

ふうにするか、先ほどのこととあわせて考えたいと思います。「取り組むこと」だけで終

わるかもしれません。その後の指摘内容のところにも、先ほど言いましたように、「最適
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な事業（サービス）」などと入れておいてもらったら、よりわかりやすくなるかもしれま

せんね。そうしましょうか。そのぐらいの変更は全然構わないと思います。 

 ほかに。 

○太田委員 今の２行目の「必ずわかりやすいとは言えず」は、優しい言い回しが多いよ

うな気がしています。 

○吉見委員長 これも、我々の委員の方で合意すれば、変えてしまって構わないと思いま

す。結局、役所ことばのように書くと、わかっている人もいるだろうという話が出てくる

のです。だから、こんなふうに入るのだと思うのですけれども、いや、わかってないよと

いうことで、これは我々行政評価委員会がつくる文書ですから、我々が変えればいいだけ

です。 

 いかがいたしましょうか。 

○山崎副委員長 では、「必ずしも」をとりましょうか。 

○吉見委員長 よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 では、そうしましょう。 

 「わかりやすいとは言えず」ですか、「わかりにくく」ですか、どうしましょうか。 

○太田委員 テイストを合わせると「わかりにくく」になってしまうのでしょうか。本当

はわからないと思うのですが、テイストを合わせた感じでいいと思います。 

○吉見委員長 「情報は全くわからず」と書きますか。 

○太田委員 ほかの言い方と同じく、「わかりにくく」か、「わからない」か……。 

○吉見委員長 「理解されておらず」はどうでしょうか。 

○太田委員 そのような、ちょっとストレートにしたいところではあります。 

○吉見委員長 「市民に理解されておらず」というのは言い過ぎですか。どう思われます

か。 

○太田委員 できれば、「わかりにくく」でいいと思います。 

○山崎副委員長 「市民にとってはわかりにくく」と。「市民に対してわかりにくく」と

いうのもちょっと変でしょうか。 

○太田委員 「市民に対して、それらの事業の情報はわかりにくく」と、「市民に対して」

の前に持ってきたです。 

○吉見委員長 「しかしながら、市民に対して、それらの情報はわかりにくく」ですか。 

○山崎副委員長 市民にとってとか、市民にとってわかりがたくとか。 

○吉見委員長 では、そういうふうに変えましょう。 

○石川委員 冒頭の質問と重なる部分ですが、まず、今の質問は、１４・１５の方になっ

て、事業効果の検証についてということで、例えば、１５番は、若年層職場定着支援事業

をここに書いて、これは変化を見るよと書いてあるけれども、これと冒頭にある４番にな

ると思うのです。「具体的な基準を検討し、随時、事業効果の検証をすること」の違いも
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わかりづらいです。そうすると、この配列もこだわった方がいいのではないかという気が

しています。先ほど言ったように、１２、１６というのは割とお金の話だから、これに１

３、１４が挟まると、全体の流れとして何か読みづらいなと思うのです。この事業に対し

てはどうなのか、そもそも札幌市としてやるべきものはどうなのか。そして、何よりも、

費用対効果なりの効果の測定は必要だということで、具体的にはこういうところの問題が

数値量も出ているという感じで流れた方が読みやすいかと思います。割と、読んでいくと、

飛んで、飛んで、飛んでという印象があります。 

○吉見委員長 この順番の理由がありましたか。 

○事務局 これまでの委員会における各種資料内で事業を並べていった形ですので、指摘

の順番として、必ずしもこの形というルールはないです。 

○吉見委員長 もし、石川委員のご意見を入れるとすると、１４、１５というのは９の後

ぐらいの方がいいですか。 

○石川委員 もっと言えば、１５と４の分かれる理由もあるのかなと思います。 

○吉見委員長 １５と４ですね。そうですね。 

○石川委員 １５みたいなものを象徴的にとらえて、こういう指摘にするという意味なの

か。そういう話になれば、１４ですね、この事業が効果を検証しなくていいということに

はならないと思います。余り評価の話はもともと言っていないのですよね。１から９まで

は。 

○吉見委員長 効果の検証と書いているので、１６は、少し具体化した話になっているの

で、分けてもいいかと思います。１５も、４の具体化ではあるのですけれどもね。４を削

って１５にまとめるということはできなくはないと思います。 

○石川委員 というよりも、どういう意味合いでこういう指摘をするかということですね。

少なくとも、効果的、効率的に運営してくださいということは当然だと思いますが、その

中で、特に１５はこういうことが必要だという位置づけがあれば……。 

○吉見委員長 基本的には、そういう位置づけだと思います。順序という観点からいけば、

確かに、１０、１１と１３というのは近くした方がいいし、１２と１６は近くした方がい

いかなというふうには見えますね。そうすると、例えば、１４、１５を９の後に持ってい

って、その後、１０、１１、１３と続いて、１２、１６と続く、そんなまとめ方もありま

すね。この順番はもう一度考えましょう。こういうふうに、最初の方に幾つかまとめてい

ますから、事業の順番どおりでなくても、指摘の性格の順番で組み合わせてもいいと思い

ます。 

○林委員 どうしたらいいということを全然わからずに言うのですけれども、１４・１５、

事業効果の検証についてというのは、かなり全体的なことにかかわる話ですね。そこから、

あえて職業観育成事業と若年層職場定着支援事業の二つだけがピックアップされていて、

かつ、かなり内容も狭いというか、局部的な指摘内容にとどまっていて、この指摘自体は

全然問題ないですし、指摘した方がいいと思うのです。ただ、裏を返せば、ほかは事業効
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果の検証事項に入らないのかというふうになってしまったら、それもそれで受けとめとし

てはどうなのだろうということがあります。だからどうしたらいいのかはわからないので、

難しいなと。 

○吉見委員長 １４・１５については、例えば「指標による検証」についてぐらいは入れ

ましょうか。どちらも具体的指標を求めているので、タイトルを「指標による検証につい

て」とすると、少し違いが出てくると思うのです。 

○林委員 そうですね。変えた方がいいような気がします。 

○吉見委員長 そうですね。タイトルがちょっと広過ぎるかもしれません。「指標による」

と入れましょうか。それを入れても、１４・１５と内容的には一致すると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしければ、先ほどのものと同じようにして、ほかにご指摘があれば、別途、事務局

の方になるべく早くいただくようにして、次に進めたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 それでは、最後の施策ですが、市民自治の実践による地域づくりの支援及

び市民の主体的な活動推進のための環境づくり関連事業です。 

 こちらの説明をお願いいたします。 

○推進担当係長 お手元の資料３－３と４－３をごらんください。 

 まず、３－３につきましては、今、お話がありましたけれども、市民自治の施策に関す

るもので、このうち、再質問事項が一つございますが、こちらは再ヒアリングで回答済み

でございますので、説明は省略いたします。 

 また、仮指摘事項がありまして、仮指摘に対する現時点での所管局の回答としましては、

一つの項目以外は委員会の趣旨に沿って検討していくとの回答でございました。 

 その一つですが、資料３－３を１枚おめくりいただきまして、その下の仮指摘のナンバ

ー４というところです。この中で、民間施設のクーポン掲載に当たっては、掲載料を取る

など、新たな収入源の確保に努めることという仮指摘がございました。こちらにつきまし

ては、所管局で再ヒアリングの場でも回答があったところでございますが、広報誌へのク

ーポンの掲載の目的が、市の施策としての観光とか経済振興そのものであるため、有料化

の考え方になじまず、委員会の指摘の趣旨は理解できますが、実現は難しいというのが現

時点での回答でございました。それ以外につきましては、指摘の趣旨に沿って検討という

ものでございました。 

 これが、資料３の仮指摘・再質問の状況でございます。 

 次に、これに基づく資料４－３をごらんいただければと思います。 

 こちらが、最終指摘の（案）でございますが、まず、指摘の１です。 

 市民への情報提供手法の改善についてということでございます。 

 札幌市で、各区役所を初め、各施設において、さまざまな事業部局が作成したチラシ、
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パンフレットの配架とかポスターを掲示して市民の皆様に情報提供しています。しかしな

がら、そういった広報活動は、それぞれの部局ごとの判断で実施しているため、情報提供

としてなかなか系統立っていない。各施設におけるパンフレット、チラシの配架に関して

も、その重要度や内容はばらばらに配架、掲示されていて、市民にはわかりにくい情報提

供になっているのではないかということで、指摘としまして、施策自体に関しまして、札

幌市の広報戦略を総括する立場の広報部が中心となって、これらを系統立てて配架、掲示

するなど、市役所全体としての市民が受け取りやすい情報提供の手法について検討するこ

とという指摘でございます。 

 続きまして、最終指摘（案）の２、３でございます。 

 広報・広聴事業の充実についてということでございます。 

 市民参加ワークショップにおきまして、参加市民のお話から、広報さっぽろを読んでい

ない市民とか、広報番組、ホームページなどの広報媒体を見ていないという市民が少なく

ないという状況がうかがわれました。このような状況を踏まえて、参加市民からも、広報

誌のさらなる充実に向けた提案とか、ホームページの利用促進策、さまざまな広報媒体、

新しい広報媒体といった提案をいただきました。 

 ついては、指摘でございますが、施策自体につきまして、市民自治の実現に不可欠な広

報・広聴事業の充実に向けて、事業の改善や新たな取り組みなどについて検討してくださ

いという指摘です。 

 それから、広報誌に関しまして、より親しみやすい広報誌となるよう、市民自治の実現

に不可欠な広報事業の役割についてのＰＲの実施や、市民意見やそれに基づく市の対応な

どについて情報を掲載するなどの市と市民の双方向のコミュニケーションに配慮した広報

誌づくり、市民参加の機会の拡充など、改善の取り組みについて検討することという指摘

でございます。 

 続きまして、最終指摘（案）の４番目でございます。 

 広報誌における広告収入の増収に向けた取り組みについてということで、広報さっぽろ

の発行に当たっては、広告スペースを設けて、一定の広告収入を確保して利用負担を少な

くするという取り組みをしておりますが、より一層の収入増加策の必要がありますという

ことです。 

 ヒアリングにおいては、既存の紙面の情報量を確保しつつ、さらなる広告スペースを捻

出するためには、ページ数の増加が必要となり、広告は、拡大に伴う収入増加額以上の費

用の増加が見込まれると、なかなか難しいという話がありました。 

 ついては、指摘でございますが、広報誌等発行事業につきまして、広告収入増に向けて、

例えば、現在の既存の広告代理店以外にも聞き取り調査を行うなど、広告収入増の方策に

ついて検討、検証を行い、より一層の収入確保に努めることという指摘でございます。 

 続きまして、ラジオ、テレビ等を利用した広報の事業の改善についてでございます。 

 ラジオ、テレビ等の広報番組は、短時間で限られた情報しか伝えることができないもの
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であり、その効果は、単に聴取率や視聴率等ではかり切れるものではない。広報番組には、

それを見た市民が更なる情報を得ようと、みずから広報誌やホームページを利用するなど

の行動の喚起を促すことも求めており、その効果をはかるためには、市の伝えたい情報が

市民に伝わっているかを把握する必要があります。 

 ついては、指摘でございますが、ラジオ・テレビ等利用広報事業につきまして、聴取率

や視聴率のほか、伝えたい内容が市民に伝わっているかどうか等の状況を把握するなど、

広報の効果や事業の有効性について、多様な手法により検証を深め、改善につなげること

という指摘でございます。 

 指摘の６番目でございます。 

 インターネットを活用した広報事業に関して、札幌市では、平成２３年３月にホームペ

ージをリニューアルして、新しいシステムを導入し、インターネットサービスの積極的活

用等を進めています。さらには、ツイッターとかＹｏｕＴｕｂｅなどの新しいサービスの

導入を図り、市民への情報発信に努めています。 

 しかしながら、こういったインターネットサービスは、技術革新によって飛躍的に進化

して、新たなサービスが生まれ変わるという状況にありますので、これらのサービスを見

きわめて、迅速かつ柔軟に対応していくことが求められます。また、このようなサービス

を用いた広報活動は、広報さっぽろの閲読率が低いとされる若年層に対する効果が見込ま

れることから、これまで以上に積極的に活用していくことが求められます。 

 指摘でございますが、その他広報一般につきまして、ＹｏｕＴｕｂｅとかユーストリー

ムなどの動画掲載サイト等の活用に関するこれまでのテスト運用等の検証を行うとともに、

新たなインターネットサービスの活用について積極的に取り組むことという指摘でござい

ます。 

 続きまして、広報さっぽろとインターネットの連携強化ということでございます。 

 札幌市では、即時性があり、詳細な情報を提供できるというインターネットを用いた広

報活動を展開していますが、こうした広報は、広報誌のように、直接、市民の手元に届け

られるものではないため、市民みずからが情報に接触しようとしなければ情報が提供され

ないというものであります。そして、ワークショップに参加した市民の声からも市役所の

ホームページの認知度が高くはないという状況を考えますと、インターネットサービスに

よる内容の充実のみならず、市民をそういったホームページに誘導する取り組みを強化し

て、閲覧する市民の割合を増やす取り組みが必要ではないか。 

 ついては、指摘でございますが、その他広報一般につきまして、広報誌によるホームペ

ージへの誘導促進の取り組みを行うなど、広報誌とインターネットサービスの連携強化を

図ることという指摘でございます。 

 続きまして、８番目でございます。 

 特別相談業務の適切な活用促進ということでございまして、評価委員会では、弁護士会

などのさまざまな機関が主体となって無料相談を広く実施するようになった現状において、
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市のサービスとして、無料での相談業務を今なお提供し続ける必要があるものか否かとの

問題意識から、そのヒアリングを行いました。 

 ヒアリングでは、そういった相談業務の相談窓口では、問題の終局的な解決に至るまで

の対応をするものではなくて、例えば、法律相談は、法律的に対応すべき事柄か否かを知

るきっかけ、導入をするための短時間で実施するものであり、今後も市民生活に安定に寄

与するためには、そういった相談業務の継続が必要という説明がありました。その説明か

らは、市が無料でサービス提供する意義を一定程度理解することができましたが、限られ

た時間で実施する相談業務をより効果的に実施していくためには、相談をする市民と相談

を受ける側の双方がその意義を理解した上で進めていくことが必要である。 

 ついては、指摘でございますが、特別相談業務費につきまして、市民及び相談業務の受

託者について、その特別相談業務の意義を再度周知するなど、事業目的を明確に示すこと

という指摘でございます。 

 もう一枚おめくりいただきまして、９番目でございます。 

 コールセンターの効果的・効率的運用ということでございまして、札幌市のコールセン

ターでは、市の事業や制度についての問い合わせの回答のほか、イベントの申し込みなど、

多様な活用を進めて、利用件数は年々増加しており、平成２３年度におきましては１３万

件を超える利用となっております。 

 また、今後の超高齢社会ということを見据えますと、電話一本で利用できるコールセン

ターの需要はますます高まっていくことが考えられます。 

 ただし、その経費を利用件数で割り返した１件当たりのコストは、他都市に比べて比較

的低廉でありますが、より持続可能な事業として進めていくためには、より一層のコスト

削減に向けた取り組みが必要であるということでございます。 

 指摘でございますが、コールセンター運営管理費につきまして、コールセンターのＰＲ

を強化するなどにより、利用件数の拡大を図って、相対的コストの低減、効率化を実現す

ることという指摘でございます。 

 指摘の１０番目でございますが、地域ポイント制度の活用促進ということでございます。 

 ＳＡＰＩＣＡを活用した地域ポイント制度につきまして、市民自治を進めていく上で、

地域活動をポイント化して広げていくという発想はすばらしいものでありますが、まだま

だ実際の利用者が少なく、普及が進んでいないという点が課題である。その要因としては、

ポイントの付与率が低いため、地域活動をした成果がなかなか市民の方に実感しづらいと

か、ポイントを利用できるメニューが充実しているとは言いがたいという状況が考えられ

ます。 

 ついては、指摘でございますが、地域ポイントモデル事業費につきまして、モデル事業

の結果を検証し、ポイント付与率など、より市民ニーズを踏まえた制度となるよう検討す

ることという指摘でございます。 

 以上でございます。 
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○吉見委員長 それでは、ご意見、ご質問等をいただきたいと思います。 

 先ほど、事務局から一つ説明がございましたけれども、最終指摘の４番目の広報誌の発

行等についてです。これは、仮指摘事項のところでの例の民間施設のクーポン云々という

ところを削っているのです。これは、所管局が、ここはできんと言ってきているというこ

ともあって削っているのですが、削るなという考え方もあります。あえて書くという方法

もあるので、そこも含めてご議論いただきたいと思います。これは、少しやりとりがあっ

たのですけれども、所管局との間ですれ違いがあるなと思っているところです。我々がい

わんとしているところと、向こうの考えていることのすれ違いが二つぐらいあって、向こ

うにも理解されていないし、あるいは、理解してもらったところでだめと言うのかもしれ

ません。ですから、書いておいてもいいという考え方もあると思います。そこは、ちょっ

とご議論いただいた上で判断したいと思います。 

 何かご意見はございますでしょうか。 

○太田委員 二つあります。 

 まず、６ですが、文書の中にツイッターとかＹｏｕＴｕｂｅとか民間のサービスの固有

名詞が出ているのですが、これはなじまないと思います。取り組み内容のところにもユー

ストリームが出ているのですが、これはどういう表現がいいのか、ＳＮＳと書いていいの

か、ＳＮＳの一番わかりやすい表現に変更した方がいいと思います。ツイッターとかＹｏ

ｕＴｕｂｅとは載せないで、そういう書き方にすべきであると思います。ソーシャルネッ

トワークシステムと書いてわかるのかどうかもありますが……。 

○推進担当係長 一般的に書いて、注をつけるような形がいいかと思います。 

○吉見委員長 そうしますか。私も、これはちょっと気になっていました。ただ、Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅは現に市が使っているのです。市長の会見は何を使っているのでしたか。あれは

別でしょうか。 

 そんな調子で、現に使ってしまっているので、ここに書き込んでもいいのかなと思った

のですが、望ましくはないと思います。今、お話があったようにしましょうか。 

○推進担当係長 一般的に書いて、注釈を入れるようにします。 

○太田委員 続いて、１０番ですが、地域ポイント化する発想はすばらしいというのは、

どこかで出た意見でしたか。すばらしいという議論になったのでしたか。 

○吉見委員長 そこまで記憶がないですね。どうだったかな。 

○太田委員 ワークショップでも出ていなかったと思うのですが……。 

○石川委員 流れで、僕が言ったと思います。 

○太田委員 正直に言って、ここだけすばらしいと言っているところも違和感があります。

感想を述べない方がいいかと思うので、言い方はもう少し平易にした方がいいかなと感じ

ました。 

○吉見委員長 すんなり「地域ポイント制度については、まだまだ利用者が少なく」くら

いにしますか。 
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○太田委員 それでいいと思います。 

○吉見委員長 最初から市民自治と書かずにね。その程度にしましょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 ほかに何かございますでしょうか。 

 石川委員、お願いします。 

○石川委員 ７番ですが、書きぶりとしてはこういうことで、これですっと通るなとも思

います。実感としては、いまいちイメージがつかめなくて、僕は、インターネットもやる

し、広報誌もよく読むのですが、連携するという流れが、広報さっぽろの情報が少ないか

ら、その分、続きをインターネットでという仕組みに、そもそも市のホームページはなっ

ているのでしょうか。ですから、連携の強化は本当にどうできるのかと思うのです。文書

としては悪くならないから、残しておいてもいいかなと思うのですけれどもね。 

○吉見委員長 これは、ワークショップでは二つぐらいのイメージがあったのです。一つ

は、広報さっぽろに２次元バーコードなどをどんどん入れておいて、ぴっとやったらすぐ

に見られるみたいな形にすべきだという意見が若い人からありました。もう一つは、広報

さっぽろ自体を全部ネットに載せてしまって、ネット上でそれがすぐに見られるようにす

べきだと。スマホなどでアクセスしてすぐに広報さっぽろが見られるみたいなイメージで

すね。そういう二つぐらいアイデアが出ていたと思うのです。その話がこの中に含められ

ていると思うのですけれども、そこまで具体化するかどうかの問題ですね。 

○石川委員 例えば、後段は、アイデアとしてあるかもしれないけれども、ちょっと現実

感がなくて、広報さっぽろの来たものを読むかどうかという話をしているのに、ネットに

行ってわざわざ読むということには当然ならないです。費用を下げるという話であれば、

そういうやり方はあるかもしれないけれども、どう広報していくかということに関して、

例えば、ネットに移行した方がいいということには余りならないと思います。だから、あ

る意味、明示はしていないと思うのです。今言った２次元バーコードとか、詳しくはこち

らという誘導をイメージしているのだろうなととったのです。 

○吉見委員長 後段の話は、例えば、来ても捨ててしまうと言うのです。広告と一緒くた

になってすぐに捨ててしまうから、後になってみて、ああ、あれがあったのにと思ったと

きに見られないから、ネットに載せてもらうと、その方がいいのではないかというところ

から出てきた話だったような気がするのです。紙はもらったって捨ててしまうよというの

がワークショップなどでの意見だったのです。今の時代はそれもあるのかなと思いながら

聞いていましたが、石川委員がおっしゃるように、そもそも見ていないのではないかとい

うことはありますね。確かに、そういう方はネットだから見るということにはならないで

しょうね。 

○石川委員 ７番の書きぶりは、あくまでも読むことが前提なのです。読んで、もうちょ

っと深い情報をとりたいときはホームページを使ってくれということだけれども、そもそ

も札幌市のホームページは、続きはこちらで、見に行こうかなというより、どちらかとい
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うと業務連絡が多いかなというところがあります。 

○吉見委員長 広報誌を見て、そこから入っていくというイメージと、紙の広報誌を見な

いので、別のところからネット上の広報誌に誘導していくみたいなイメージも入っている

のです。「ホームページなどの市民認知度が高くないという状況を考えると」、ちょっと

飛ばして、「市民をホームページに誘導する取組を強化し、閲覧する市民の割合を増やす」

と。つまり、別のところから、ホームページ上にある広報さっぽろなどに誘導して、そう

いうものをより見てもらうとか、いろいろなものが入っているのです。だから、こんなイ

メージになってしまっているのだと思うのです。 

 どうしましょうか。やはり、わかりにくいから、もう少し具体化した方がいいでしょう

か。 

○石川委員 逆に、書きぶりは、こういうところにおさまるのかなというのが正直なとこ

ろです。 

○吉見委員長 そうなのです。例えば、今言ったようなことは市民ワークショップの中で

出てきたのですけれども、必ずしも、この行政評価委員会の中でそれを取り上げて議論を

していません。我々がワークショップに参加して見聞きしたというところでの話でしたの

で、そこまで具体的にはせずに、こういう表現になってしまっているのです。 

 確かに、わかりにくくはありますね。何をイメージしているのか。ですから、言われた

方の広報課の方がイメージできればいいのかなと思います。 

○石川委員 もう一点は、９番です。コールセンターの効果的・効率的運用についてとい

うことですが、取り組み内容が果たしてこうなのかなと思うのです。コールセンターの利

用拡大で、利用者数が増えることがいいことなのか。結果的にそれでコストが低減される

という結論の部分はわかるのですが、通常業務があるのだけれども、コールセンターを利

用したことによってというところのストーリーがあればいいと思うのです。区役所なりが

合理化できているという部分があればいいのだけれども、利用件数が増えることがいいこ

となのかというのがちょっとわからないのです。 

○吉見委員長 ここは、どうしましょうか。「利用件数の拡大を図り」と書いていますか

らね。 

○石川委員 記憶が確かでないですけれども、費用はそれなりにかかっているねという話

の方から出てしまったかもしれません。しかし、そもそも比べてもそんなに高くないしと。

けれども、件数は増えれば、さらに安くなるねと、そっちの方からこういう流れになって

しまったのだと思います。 

○林委員 コールセンターを必要としている潜在的な層へのＰＲというか、短絡的にとい

うか、とにかく何でも電話で済ませてしまえということではなくて、必要としている層に

きちんとＰＲをさらに一層していくというような趣旨なのだろうと思います。 

○石川委員 コールセンターを利用することによって、市民生活がよくなることに結びつ

くという部分がつながればいいのです。 
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○吉見委員長 ここまで書くと、委員の間でもまだまとまっていない感じもするので、一

案ですが、「コールセンターのＰＲを強化するとともに、一層のコストの低減を目指すこ

と」という程度ではいかがでしょうか。「コールセンターのＰＲを強化するとともに、一

層のコストの低減を実現」か、「目指す」か、そのような表現ですね。ちょっと後ろと前

は違うことになりますが、石川委員のご懸念は少し解消できるかと思います。ＰＲを強化

しようということは、林委員がおっしゃるように、悪いことではないという理解ですし、

それでもってコストが、今でも安いのかもしれませんが、上がってしまうということは抑

えたいというのがあります。 

○山崎副委員長 そうですね。オペレーターをじゃんじゃん増やせということを我々が言

っているわけではないですね。そういうミスリードをしないようにというご指摘ですね。 

○吉見委員長 これはよろしいでしょうか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 時間も大分迫ってまいりましたが、先ほどちょっと申しました４はどうしましょうか。 

○石川委員 ４は、私見ですが、余りこだわり過ぎる必要はないと思っております。本来

は、広報を効果的にしてもらうのが重要なことで、余り収入に気持ちが移ってはよくない

と思っています。反面、言わないと、そういうコスト意識が全くなくなるから、指摘とし

ても残しておくけれども、僕は、ここは、本来の話ではないかなと思っております。注意

喚起的に４を残すのは大切なことだと思っております。私の考えです。 

○吉見委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 この（案）のような形でいいのではないかというのが石川委員のご意見ですね。 

○太田委員 広告収入を頑張ってほしいという意味でとどめておくということであれば、

このままの書きぶりがいいと思います。 

○吉見委員長 もともとは、今、いろいろなクーポンがついているけれども、あれはいい

よねと。利用している人も多いし、広報さっぽろを利用してもらうという観点からすると、

これがいいよねというところからスタートしたのです。だから、むしろ積極的な評価なの

です。ですから、こういうものがもっと広がっていくとよりいいかなということで、別に

民間企業のクーポンマガジンみたいにどんどん載せろということを言っているわけでは決

してなくて、まさに市民に利用してもらいたい市のさまざまな施設、しかし、市のさまざ

まな施設の中には、実は市が直接に関与しているわけではなくて、民間が行われているよ

うな観光施設とか、市民に利用してもらいたいような施設があるでしょうと。全然わから

なくて言っていますけれども、さっぽろテレビ塔は、一応は民間企業ですね。札幌市が関

与しているけれども、民間企業です。しかし、さっぽろテレビ塔というのは、観光施設で

しょう。最も市民が行ったことがない観光施設の一つとも言われています。そういう意味

では、市民に地元のさまざまな観光資源などを改めてきちんと見て体感してもらいたいと

いう趣旨から、そういうものをいろいろ広げていってもらうことは大事なのではないかと

思います。ああいうクーポンが載ったから初めて藻岩山に行きましたという人もいたと思
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うので、そういうことも大事なのではないかという中での議論だったのです。だから、民

間の施設というのは、そういう意味で入れているわけです。 

 ところが、どうも、原部局の方は、それをクーポンマガジン化するかみたいなイメージ

でとらえられて、いえいえ、そんなことはできませんとおっしゃっているのです。もとも

とそんなことは言っていないのです。ですから、ずれがあるのですね。むしろ、民間企業

だから全部載せないではなくて、民間企業でも、まさに観光振興でも結構ですけれども、

市民のためになるものであれば載せたらいいじゃないかと。そのときには、別にお金を取

ることが大事ではないけれども、そういうことによって広告収入の増が図られることがも

しあるならば、それはそれで、むしろプラスになるのではないかと。今、金融機関の広告

も載っていますけれども、ああいう広告よりも、そういう広告を載せられる方がよほどい

いのではないかと、我々の話はそういう趣旨だったのです。しかし、どうもそうはとられ

ずに回答が返ってきたので、幾つかの点でそごがあるのです。ですから、決してこだわっ

ているわけではないので、このままで行ってもいいと思いますが、その辺の趣旨がうまく

伝わらないなというもどかしさはありますね。市民から非常に評価されている取り組みの

ように思うので、もっとそういう方向でやってもらった方がいいのではないかという趣旨

だったのですが、どうもやりませんと言っているように聞こえるのです。しかも、それを

やりませんと言っている理由が、全く誤解に基づいてやりませんと言われているような気

がするので、そこが非常に気になります。そこは説明したのですが、相変わらず全然理解

されていないので、気になるところなのです。 

 さて、このまま行きますか。あるいは、余りこういうところに細かく書くのはどうかと

思うのだけれども、今言った趣旨をもっと細かく書き込む方法もあります。 

 どちらかの方向だけでも決めていただければ、あとは考えますが、このまま行こうとい

うのも一つの方法だと思います。 

○太田委員 もっと柔軟に考えた方がいいよというものは入れてもいいと思います。 

○吉見委員長 少し省略して書き過ぎたから、逆に誤解されてしまって、そこだけ読んで

誤解されていると。私は、この前の再質問のときにも少し質問したので、わかっていただ

けたかと思ったのですが、そうではないので、どうするかなと困っているのです。 

○林委員 委員長がおっしゃったように、広告、準広告になるのかわかりませんが、金融

機関とかお墓があるのですけれども、そういったものと比べても、まさにそういう観光地

で、札幌市に関連し、かつ市民生活も潤うようなものでクーポンに載せるのはなぜだめか

というのは、やはり整合性がない感じがします。 

○吉見委員長 市外の人が広報さっぽろに載ったクーポンを使うというのはおかしいので、

やはり市民に行ってもらいたいということですね。だから、私は、それは非常にいいなと

思っていて、ふだん全く足を運ばない地元の観光施設に市民が足を向けるということは大

事なことだと思っているのです。 

○行政改革担当課長 クーポンを載せることを否定しているのではなくて、そのクーポン
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を一般の広告と同じように、いわゆるクーポンマガジンと同じように、あんなふうに広げ

ることはしませんと言っているだけなのです。そこだけです。これからはクーポンをやめ

ますと言っているわけではないのです。ですから、委員長が言ったように、テレビ塔に行

ってほしいとか、市民の方が行って札幌の魅力を伝えてほしいとか、そういう意味でのク

ーポンとか観光振興というところは別に原局も否定はしていないです。ただ、それを民間

ベースの、来てほしいお店とか、クーポンマガジン的にやって、そこから広告料収入を得

るということは考えていませんと。 

○吉見委員長 そもそも、こちらはそういうことは言っていないのです。ところが、どう

も、原局はそこにこだわってしまっているのです。 

○行政改革担当課長 前の指摘のときは、民間施設のクーポンというふうに書いてしまっ

たので、それに対しての答えで、全くクーポンをやめるとか、観光振興的なことをやめる

とか、そういったことを言っているわけではありません。 

○吉見委員長 そこには、当然、民間の施設も含むでしょうということですよ。観光振興

をやるときに、市が関係している施設だけでやるのではなくて、民間施設での観光対象と

なる施設はあるでしょう。 

○太田委員 今回は、定山渓温泉ですものね。 

○吉見委員長 ＪＲタワーは完全に民間施設でしょう。例えば、ＪＲタワーを見てもらう

のはだめですかとか、そんなことにもなってしまうので、市の方から、例えばこういうと

ころにも行ってみませんかではないけれども、市民の方は少しこういうところにも足を運

んでみませんかという広告の広げ方はあってもいいのかなということですね、趣旨として

ね。そこを、市の関連しているような施設だけに限ってやるということでなくてもいいの

かなと思うのです。それだけのことですよ。 

 そのときに、民間施設に声をかけるときには、例えば、ただ載せてあげますだけでなく

て、広告収入をいただくということもあるかもしれないし、ただで載せてということもあ

るのかもしれないし、そこは柔軟に考えればいいのかなと思うのです。施策の中心が広告

収入を上げることというふうにとられたのがよくなかったのですが、そうではなくて、市

民にいろいろな機会を与える媒体としてという趣旨を生かしたかったのです。別に居酒屋

の割引券を載せろと言っているわけではありません。最初から、そういう意味ではないの

です。 

 これはどうしましょうか。本当に困りましたね。 

 ここは、広告収入増という大枠になってしまっているので、そこに今言った趣旨を入れ

込むのは難しいのかもしれません。たまたま、最後の民間施設でクーポンをつけてもらう

ようになったときに、民間の施設なのだから、そのときには何がしかの広告収入をもらっ

てくることもあるのじゃないかという話からここに一緒に入れられちゃったところで紛ら

わしくなったのかもしれません。 

○山崎副委員長 １ページの１とか２の位置づけとして、今、委員長がおっしゃったよう
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にことを付加すると。情報提供ですね。 

○吉見委員長 例えば、ここだと、一番近いのは３でしょうか。 

 ちょっと検討させてください。 

 今、山崎副委員長からご提案があったので、少なくとも、４のところには書き込まずに、

やるとすると、３のところの取り組み内容に、具体的になり過ぎるかもしれないけれども、

例えば、市の観光施設等へのクーポンの活用については支持を得ていると思われるので、

他の観光施設、例えば、民間運営による施設を含めた観光施設への拡充等も検討するとい

うような表現で、今思いついたことを言っていますが、そういうことを入れてもいいかも

しれないですね。ちょっと具体的ですけれどもね。 

 もしほかにご意見がなければ、これぐらいで検討を終わりたいと思いますが、よろしゅ

うございましょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 ありがとうございます。 

 それでは、以上で最終指摘（案）についての検討を終わりたいと思います。 

 

  ３．そ の 他 

○吉見委員長 次に、次第の３のその他ですけれども、皆様から何かございますか。 

 なければ、事務局の方から、その他についてお願いいたします。 

○推進担当係長 委員の皆様、長時間にわたりお疲れさまでございました。 

 今回の審議を踏まえまして、外部評価報告書（案）がまとまりましたら、事前に皆様方

にお送りさせていただきますので、確認をよろしくお願いいたします。 

 次回の第５回委員会でございますが、既にご案内のとおり、来年、平成２５年１月１８

日金曜日の朝９時半から、会場が１２階の会議室でございます。 

 最終的な委員会の報告書ができ上がりましたら、昨年度と同じように、市長への手交を

予定しております。手交式の日時、場所等につきましては、市長のスケジュールもありま

すので、委員長とご相談のうえ、その辺はかなりタイトなスケジュールだと思いますので、

調整させていただいて、また決まりましたら皆様方にご連絡させていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○吉見委員長 ありがとうございます。 

 手交式は、まだ決めておりませんけれども、市長の日程もあるので、この日ということ

になってしまうかもしれません。参加できる委員の方には参加していただく形になろうか

と思います。できるだけ早く決定して、皆さんにお知らせしたいと思います。 

 ほかによろしゅうございましょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ４．閉  会 
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○吉見委員長 年内の委員会は、これが最後です。 

 今年も、どうもありがとうございました。 

 来年も、よろしくお願いいたします。よいお年を。 

                                  以  上   


